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愛知県地域強靱化計画（仮称）の素案 修正箇所一覧表 

 

 素案 
修正後（案） 備考 

頁 符号等 修正前 

1,2 
第 1 章 

1.1 

愛知県においても、南海トラフ地

震による地震・津波災害を始め甚

大な被害をもたらす大規模自然災

害等の発生が危惧される中で、愛

知県の強靱化を推進するうえで

は、国土全体の強靱化における理

念や基本的な方針はもとより、国

の基本計画全体との調和を図りな

がら、愛知県の強靱化の基本的な

考え方や推進すべき施策を明確に

することが求められる。 

愛知県においても、南海トラフ地

震による地震・津波災害を始め甚

大な被害をもたらす大規模自然災

害等の発生が危惧される中で、国

土全体の強靱化における理念や基

本的な方針はもとより、国の基本

計画全体との調和を図りながら、

愛知県の強靱化を推進しなければ

ならない。そのため、本計画にお

いて、地域特性や想定される被害

の様相も踏まえて愛知県を強靭化

する意義を明らかにしたうえで、

強靭化の基本目標や強靱化を進め

る上で留意すべき事項などの基本

的な考え方、現状と課題、そして

推進すべき施策を明確にすること

が求められる。 

文・語句等の 

修正等 

3 
第 1 章 

1.3 

東日本大震災の発生を受けて実施

した「愛知県東海地震・東南海地

震・南海地震等被害予測調査」（以

下「地震被害予測調査」という。）

では、・・・ 

後述する地域特性や本県において

想定される被害も考慮したうえ

で、愛知県を強靱化する意義を以

下に示す。 

東日本大震災の発生を受けて実施

した「愛知県東海地震・東南海地

震・南海地震等被害予測調査」（以

下「地震被害予測調査」という。）

では、・・・ 

文・語句等の 

修正等 

4 
第 1 章 

1.3 
－ 

１ 巨大リスクである大規模 自

然災害等が発生した場合にも、

県民の生命・財産と県民生活や

地域産業を守るとともに、迅速

な復旧・復興を果たし、愛知・

文の追加 

資料 2-2 
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名古屋を核とした中部圏の社会

経済活動を確実に維持すること 

２ 平時における世界トップクラ

スの産業競争力を有する中部圏

の持続的成長を促進するための

県土づくりを実現し、国全体さ

らには世界に貢献すること 

３ 国全体の強靭化に大いに寄与

すること 

7 
第 2 章 

2.1（1） 

そのうち一週間以上の湛水面積

は約 231 ㎢に及び、県西部では全

ての解消に 3 ヶ月程度を要した。

そのうち一週間以上の湛水面積

は約 231 ㎢に及び、県西部では全

ての解消に 3 ヶ月程度を要してい

る。このほか、太平洋からの津波

では、渥美半島の太平洋沿岸や伊

勢湾・三河湾の湾口近くの離島・

沿岸部で高い津波となり、地震発

生後から短い時間で津波が到達す

るおそれがある。津波高・津波到

達時間ともに、県内で地域による

違いが大きいことも本県の特徴の

一つである。 

文・語句等の 

修正等 

8 
第 2 章 

2.1（2） 
－ 

出典：総務省「国勢調査」、国立社

会保障・人口問題研究所「日本の

地域別将来推計人口」(平成 25 年

3 月推計) 

グラフの出典追記

10 
第 2 章 

2.1（4） 

平成 39 年のリニア中央新幹線

の東京-名古屋間の開業により、首

都圏から中京圏に及ぶ 5 千万人規

模の大交流圏が誕生する 

平成 39 年のリニア中央新幹線の

品川・名古屋間の開業により、首

都圏から中京圏に及ぶ 5 千万人規

模の大交流圏が誕生する。 

文・語句等の 

修正等 

10 
第 2 章 

2.1（4） 

製造品出荷額等 

首都圏 49 兆 4,537 億円 

中京圏 72 兆 6,368 億円 

近畿圏 45 兆 5,321 億円 

製造品出荷額：平成 25 年工業統計

調査(速報) 

製造品出荷額等 

首都圏 49 兆 8,690 億円 

中京圏 72 兆 9,077 億円 

近畿圏 45 兆 8,675 億円 

製造品出荷額：平成 25 年工業統計

調査 

文・語句等の 

修正等 
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11 
第 2 章 

2.1（7） 

東京－名古屋－大阪の三大都市圏

を約 1 時間で結ぶリニア中央新幹

線の整備が進められており、東京

－名古屋間については、平成 39 年

度の開業が予定されている。 

さらには、東京－名古屋－大阪の

三大都市圏を約 1 時間で結ぶリニ

ア中央新幹線の品川・名古屋間に

ついては、平成 39 年の開業が予定

されている。 

文・語句等の 

修正等 

 

 

14 
第 2 章 

2.2 

県の地震被害予測調査において、

南海トラフで繰り返し発生する大

規模な海溝型地震として、規模の

異なる２つの地震・津波モデルに

よる被害を想定した。この調査結

果による南海トラフ地震で想定さ

れる被害の概要は次のとおりであ

る。 

本計画で想定するリスクは、愛知

県に被害が生じる地震・津波災害

を基本としており、特定の海溝型

地震又は活断層型地震を限定する

ものではないが、愛知県の強靱化

の現状と課題を把握して推進すべ

き施策を設定するうえでは、具体

的な被害想定も参照する必要があ

る。県の地震被害予測調査におい

ては、南海トラフで繰り返し発生

する大規模な海溝型地震として、

規模の異なる２つの地震・津波モ

デルによる被害を想定している。

この調査結果による南海トラフ地

震で想定される被害の概要は次の

とおりである。 

文・語句等の 

修正等 

 

 

17 
第 2 章 

2.2（2） 

・・・最大クラスの地震について

も念頭に置く必要がある。 

・・・最大クラスの地震について

も念頭に置く必要がある。 

なお、「南海トラフ地震に係る地

震防災対策の推進に関する特別措

置法」の規定に基づき、県内全５

４市町村が「南海トラフ地震防災

対策推進地域」に、豊橋市・田原

市・南知多町が「南海トラフ地震

津波避難対策特別強化地域」に指

定されている。 

文の追加 

19 
第 3 章 

3.1 

国が基本計画に位置づけた国土強

靱化の推進における４つの基本目

標を受け、愛知県を強靭化する意

義等も考慮して、次の４つの基本

目標を位置づける。 

第 1 章に掲げた「巨大リスクであ

る大規模自然災害等が発生した場

合にも、県民の生命・財産と県民

生活や地域産業を守るとともに、

迅速な復旧・復興を果たし、愛知・

文・語句等の 

修正等 
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名古屋を核とした中部圏の社会経

済活動を確実に維持すること」を

始めとする愛知県を強靱化する意

義を実現するため、国が基本計画

に位置づけた国土強靱化の推進に

おける４つの基本目標も踏まえ

て、次の４つの基本目標を位置づ

ける。 

 

21 
第 4 章 

4.1 

国土強靱化基本計画で設定されて

いる 8 つの・・・ 

基本目標を達成し、愛知県を強靱

化する意義を実現するために必要

な事項を明らかにするため、脆弱

性評価を行い、愛知県の強靱化の

現状と課題を示す。 

脆弱性評価にあたり、国土強靱化

基本計画で設定されている 8 つ

の・・・ 

文・語句等の 

修正等 

 

27 
第 5 章 

5.1.1 

第４章で整理したリスクシナリオ

ごとの・・・ 

基本目標を達成し、愛知県を強靱

化する意義を実現するために推進

すべき施策を明確にするため、実

施されるべき施策の推進方針と優

先的に取り組む個別具体的施策を

示す。 

第４章で整理したリスクシナリオ

ごとの・・・ 

文・語句等の 

修正等 

 

27 

第 5 章 

5.1 

ﾘｽｸｼﾅﾘｵ 1-1 

（住宅・建築物等の耐震化） 

○住宅・建築物等の耐震化は、耐

震化の必要性に対する啓発、耐震

診断、耐震改修、老朽化マンショ

ンの建替え促進等も含め、耐震化

の促進に向けた実効性の高い対策

を推進する。また、天井、外装材、

ブロック塀等の住宅・建築物等の

非構造部材及び付属物の耐震対策

を併せて進める。さらに、長周期

地震動の影響を受けやすい超高層

（住宅・建築物等の耐震化） 

○住宅・建築物等の耐震化を促進

するため、耐震化の必要性の啓発、

耐震診断・耐震改修費の補助等の

対策を推進する。併せて、天井、

外装材、ブロック塀等の住宅・建

築物等の非構造部材及び付属物の

耐震対策を推進する。さらに、長

周期地震動の影響を受けやすい超

高層建築物等の構造安全性を確保

するための対策を推進する。 

文・語句等の 

修正等 
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建築物等の構造安全性を確保する

ための対策を図る。 

27 

第 5 章 

5.1 

ﾘｽｸｼﾅﾘｵ 1-1 

（交通施設等における脆弱性の解

消） 

○交通施設等について、長時間・

長周期地震動による影響、新たな

構造材料、老朽化点検・診断技術

に関する知見・技術が不足してい

ること、更に重量を違法に超過し

た大型車両により道路橋の劣化に

与える影響が大きいことから、構

造安全性を確保するための対策を

図る。また、交通施設等及び沿道

建築物の複合的な倒壊を避けるた

め、これらの耐震化を促進する。

（交通施設等における脆弱性の解

消） 

○交通施設等について、長時間・

長周期地震動による影響、新たな

構造材料、老朽化点検・診断技術

に関する知見・技術が不足してい

ること、更に重量を違法に超過し

た大型車両により道路橋の劣化に

与える影響が大きいことから、構

造安全性を確保するための対策を

図る。また、交通施設等及び避難

路沿道建築物の複合的な倒壊を避

けるため、これらの耐震化を促進

する。 

文・語句等の 

修正等 

28 

第 5 章 

5.1 

ﾘ ｽ ｸ ｼ ﾅ ﾘ ｵ 1-1 

KPI 

◆計画内容の点検・修正：毎年度

（H35） 
－ 

KPI の削除 

28 

第 5 章 

5.1 

ﾘ ｽ ｸ ｼ ﾅ ﾘ ｵ 1-1 

KPI 

◆本県被害予測調査において浸水

が想定される市町村が行う浸水・

津波対策への補助事業採択：該当

市町村全て（27 市町村）（H35）

－ 

KPI の移動 

「1-1」から「1-3」

28 

第 5 章 

5.1 

ﾘｽｸｼﾅﾘｵ 1-2 

（不特定多数の者が利用する建築

物等の耐震化の促進） 

○建築物等の耐震化については、

耐震化の必要性に対する啓発や、

耐震診断の義務付けに伴う耐震診

断、耐震改修等も含め、耐震化の

促進に向けた実効性の高い対策を

行う。特に、不特定多数の者が利

用する大規模建築物や災害拠点施

設の耐震化については早急に進め

る。併せて、天井、外装材、ブロ

ック塀等の建築物等の非構造部材

（不特定多数の者が利用する建築

物等の耐震化の促進） 

○不特定多数の者が利用する大規

模建築物や防災上重要な建築物の

耐震化を促進するため、耐震化の

必要性の啓発、耐震診断・耐震改

修費の補助等の対策を推進する。

併せて、天井、外装材、ブロック

塀等の建築物等の非構造部材及び

付属物の耐震対策を推進する。さ

らに、耐震改修が必要な施設につ

いては、存続の有無を含めた施設

文・語句等の 

修正等 
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及び付属物の耐震対策を推進す

る。また、耐震改修が必要な施設

については、存続の有無を含めた

施設管理の方針を検討する。 

管理の方針を検討する。 

29 

第 5 章 

5.1 

ﾘ ｽ ｸ ｼ ﾅ ﾘ ｵ 1-2 

KPI 

－ 

◆災害拠点病院、病院群輪番制参

加病院の耐震化率：69.0%(H26) 

→ 85%(H35) 

KPI の追加 

29 

第 5 章 

5.1 

ﾘｽｸｼﾅﾘｵ 1-3 

（河川・海岸堤防の耐震化等の推

進） 

○津波等により浸水することを防

ぐため、堤防等の耐震化及び新設

を推進する。また、津波が堤防を

越えた場合にも流失しにくくする

ため、粘り強い構造への強化等を

推進する。 

（河川・海岸堤防の耐震化等の推

進） 

○津波等により浸水することを防

ぐため、堤防等の耐震化等を推進

する。また、津波が堤防を越えた

場合にも流失しにくくするため、

粘り強い構造への強化等を推進す

る。 

文・語句等の 

修正等 

 

 

30 

第 5 章 

5.1 

ﾘ ｽ ｸ ｼ ﾅ ﾘ ｵ 1-3 

KPI 

－ 

◆本県被害予測調査において浸水

が想定される市町村が行う浸水・

津波対策への補助事業採択：該当

市町村全て（27 市町村）（H35） 

KPI の移動 

「1-1」から「1-3」

30 

第 5 章 

5.1 

ﾘ ｽ ｸ ｼ ﾅ ﾘ ｵ 1-3 

KPI 

◆東海・東南海・南海地震等の大

規模地震が想定されている地域等

における海岸堤防等の整備率（計

画高までの整備と耐震化）：約 31%

（H24） → 約 66%（H28） 

－ 

KPI の削除 

30 

第 5 章 

5.1 

ﾘ ｽ ｸ ｼ ﾅ ﾘ ｵ 1-3 

KPI 

◆東海・東南海・南海地震等の大

規模地震が想定されている地域等

において、今後対策が必要な水

門・樋門等の自動化・遠隔操作化

率：約 33%（H24） → 約 57%（H28）

－ 

KPI の削除 

31 

第 5 章 

5.1 

ﾘ ｽ ｸ ｼ ﾅ ﾘ ｵ 1-3 

KPI 

◆県管理河川の堤防の耐震化：

57.2km（H35） 

◆河川堤防の耐震化：57.2km（H35） KPI の修正 

31 
第 5 章 

5.1 

（ハード対策・ソフト対策を組み

合わせた浸水対策の推進） 

（ハード対策・ソフト対策を組み

合わせた浸水対策の推進） 

文・語句等の 

修正等 
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ﾘｽｸｼﾅﾘｵ 1-4 ○河川・海岸堤防、水門等の耐震

化を推進するとともに、排水オペ

レーション計画の検討や、安全な

台地利用などの土地利用について

の検討など、ハード対策とソフト

対策を適切に組み合わせた施策を

推進する。 

○河川・海岸堤防、水門等の耐震

化等を推進するとともに、排水オ

ペレーション計画の検討や、安全

な台地利用などの土地利用につい

ての検討など、ハード対策とソフ

ト対策を適切に組み合わせた施策

を推進する。 

 

32 

第 5 章 

5.1 

ﾘ ｽ ｸ ｼ ﾅ ﾘ ｵ 1-4 

KPI 

◆内水ハザードマップを作成・公

表し、防災訓練等を実施した市町

村の割合：100% （H35） 
－ 

KPI の削除 

32 

第 5 章 

5.1 

ﾘ ｽ ｸ ｼ ﾅ ﾘ ｵ 1-4 

KPI 

◆県管理河川の堤防の耐震化：

57.2km（H35） 

◆河川堤防の耐震化：57.2km（H35） KPI の修正 

33 

第 5 章 

5.1 

ﾘｽｸｼﾅﾘｵ 1-6 

（効果的な教育・啓発の実施） 

○住宅の耐震化、家具等の転倒防

止等を含め、早期避難に繋がる効

果的な教育・啓発や、ハザードマ

ップの作成・周知などによる津波

避難に関する教育・啓発等の取組

の促進を図る。 

（効果的な教育・啓発の実施） 

○広範囲にわたる住宅の倒壊や家

具転倒等による被害等の軽減・防

止を図るため、耐震診断・耐震改

修等による住宅の耐震化、家具等

の転倒防止等を含め、早期避難に

繋がる効果的な教育・啓発や、ハ

ザードマップの作成・周知などに

よる津波避難に関する教育・啓発

等の取組を推進する。 

 

文・語句等の 

修正等 

34 

第 5 章 

5.1 

ﾘ ｽ ｸ ｼ ﾅ ﾘ ｵ 1-6 

KPI 

◆市町村の研修参加率：85%（H26）

→ 95％（H30） 

◆防災情報システム研修への市町

村の参加率：85%（H26） → 95％

（H30） 

KPI の修正 

34 

第 5 章 

5.1 

ﾘ ｽ ｸ ｼ ﾅ ﾘ ｵ 1-6 

KPI 

◆市町村職員等への研修の実施：1

回以上／年（H35） 
－ 

KPI の削除 
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36 

第 5 章 

5.1 

ﾘ ｽ ｸ ｼ ﾅ ﾘ ｵ 2-1 

KPI 

◆県営名古屋空港で事前対策が必

要な施設における要対策箇所での

耐震補強工事の実施箇所：３箇所

（H33） 

◆県営名古屋空港の耐震補強工事

の実施箇所：３箇所（H33） 

KPI の修正 

36 

第 5 章 

5.1 

ﾘ ｽ ｸ ｼ ﾅ ﾘ ｵ 2-1 

KPI 

－ 

◆県営名古屋空港の公共用新エプ

ロンの整備：4.7ha（H29） 

KPI の追加 

36 

第 5 章 

5.1 

ﾘ ｽ ｸ ｼ ﾅ ﾘ ｵ 2-1 

KPI 

◆計画の届出率：100%（H35） 

－ 

KPI の削除 

36 

第 5 章 

5.1 

ﾘ ｽ ｸ ｼ ﾅ ﾘ ｵ 2-1 

KPI 

◆落石等危険箇所対策：140 箇所

（H35） 

◆緊急輸送道路上の落石等危険箇

所対策：140 箇所（H35） 

KPI の修正 

37 

第 5 章 

5.1 

ﾘ ｽ ｸ ｼ ﾅ ﾘ ｵ 2-2 

KPI 

◆落石等危険箇所対策：140 箇所

（H35） 

◆緊急輸送道路上の落石等危険箇

所対策：140 箇所（H35） 

KPI の修正 

38 

第 5 章 

5.1 

ﾘｽｸｼﾅﾘｵ 2-3 

（災害対応の体制・資機材強化）

○自衛隊、警察、消防、海保等に

おいて、災害対応力強化のための

体制、装備資機材等の充実強化を

推進する。加えて、消防団の体制・

装備・訓練の充実強化、水防団、

自主防災組織等の充実強化、道路

啓開等を担う建設業の人材等の確

保等を推進する。また、応援部隊

の活動に必要な環境を整えるな

ど、受援体制の強化を図る。さら

に、中部圏において基幹となる広

域防災拠点の整備検討を進める。

（災害対応の体制・資機材強化）

○自衛隊、警察、消防、海保等に

おいて、災害対応力強化のための

体制、情報通信施設、装備資機材

等の充実強化を推進する。加えて、

消防団の体制・装備・訓練の充実

強化、水防団、自主防災組織等の

充実強化、道路啓開等を担う建設

業の人材等の確保等を推進する。

また、応援部隊の活動に必要な環

境を整えるなど、受援体制の強化

を図る。さらに、中部圏において

基幹的広域防災拠点の整備検討を

進める。 

文・語句等の 

修正等 
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38 

第 5 章 

5.1 

ﾘｽｸｼﾅﾘｵ 2-3 

（関係機関の情報の共有化と合同

訓練の実施）  

○ゼロメートル地帯等の地域特性

や様々な災害現場に対応できるよ

う、関係機関が合同訓練等を実施

し、体制や資機材、運営要領等の

必要な事項について標準化を推進

することで災害対応業務の実効性

を高める。 

（関係機関の情報の共有化と合同

訓練の実施）  

○ゼロメートル地帯等の地域特性

や様々な災害現場に対応できるよ

う、関係機関が合同訓練等を実施

し、体制、通信手段、資機材及び

運営要領等の必要な事項について

標準化を推進することで災害対応

業務の実効性を高める。 

 

文・語句等の 

修正等 

38 

第 5 章 

5.1 

ﾘ ｽ ｸ ｼ ﾅ ﾘ ｵ 2-3 

KPI 

◆県営名古屋空港で事前対策が必

要な施設における要対策箇所での

耐震補強工事の実施箇所：３箇所

（H33） 

◆県営名古屋空港の耐震補強工事

の実施箇所：３箇所（H33） 

KPI の修正 

38 

第 5 章 

5.1 

ﾘ ｽ ｸ ｼ ﾅ ﾘ ｵ 2-3 

KPI 

－ 

◆県営名古屋空港の公共用新エプ

ロンの整備：4.7ha（H29） 

KPI の追加 

39 

第 5 章 

5.1 

ﾘ ｽ ｸ ｼ ﾅ ﾘ ｵ 2-3 

KPI 

－ 

◆災害拠点病院におけるDMAT保有

率：100%(H26) → 100％を維持

(毎年度)  

KPI の追加 

39 

第 5 章 

5.1 

ﾘ ｽ ｸ ｼ ﾅ ﾘ ｵ 2-3 

KPI 

◆落石等危険箇所対策：140 箇所

（H35） 

◆緊急輸送道路上の落石等危険箇

所対策：140 箇所（H35） 

KPI の修正 

40 

第 5 章 

5.1 

ﾘ ｽ ｸ ｼ ﾅ ﾘ ｵ 2-4 

KPI 

◆処置拡大救急救命士の養成：584

人（H26） → 900 人（H35） 
－ 

KPI の移動 

「2-4」から「2-6」

40 

第 5 章 

5.1 

ﾘ ｽ ｸ ｼ ﾅ ﾘ ｵ 2-4 

KPI 

－ 

◆通常時の 6 割程度の発電容量が

ある自家発電施設を保有し、燃料

を 3 日分程度確保している災害拠

点病院数：23 病院(H26)→36 病院

(H29) 

 

KPI の追加 



10 

 

40 

第 5 章 

5.1 

ﾘ ｽ ｸ ｼ ﾅ ﾘ ｵ 2-4 

KPI 

◆落石等危険箇所対策：140 箇所

（H35） 

◆緊急輸送道路上の落石等危険箇

所対策：140 箇所（H35） 

KPI の修正 

40 

第 5 章 

5.1 

ﾘｽｸｼﾅﾘｵ 2-5 

（民間プローブ情報の活用による

交通渋滞の把握等） 

（プローブ情報の活用による交通

渋滞の把握等） 

推進方針項目の修

正 

41 

第 5 章 

5.1 

ﾘｽｸｼﾅﾘｵ 2-5KPI 

◆関係機関との帰宅困難者対策に

係る意見交換：年 1回（H26～H35）

◆関係機関との帰宅困難者対策に

係る意見交換：年 1回（H27～H35） 

KPI の修正 

42 

第 5 章 

5.1 

ﾘ ｽ ｸ ｼ ﾅ ﾘ ｵ 2-6 

KPI 

－ 

◆処置拡大救急救命士の養成：584

人（H26） → 900 人（H35）  

KPI の移動 

「2-4」から「2-6」

42 

第 5 章 

5.1 

ﾘ ｽ ｸ ｼ ﾅ ﾘ ｵ 2-6 

KPI 

◆災害時医療救護活動に関する協

定を締結する団体数：1団体/年

(H26) → 1 団体を維持（毎年度）

◆災害時医療救護活動に関する協

定を締結する団体数：6団体/年

(H26) → 6 団体を維持（毎年度） 

KPI の修正 

42 

第 5 章 

5.1 

ﾘ ｽ ｸ ｼ ﾅ ﾘ ｵ 2-6 

KPI 

－ 

◆平成25年 4月から適用の新たな

要件を満たす災害拠点病院数：24

病院(H26) →36 病院(H29) 

KPI の追加 

42 

第 5 章 

5.1 

ﾘ ｽ ｸ ｼ ﾅ ﾘ ｵ 2-6 

KPI 

－ 

◆災害医療調整本部、地域災害医

療対策会議に係る訓練の実施：１

回/年(H26～H35) 

KPI の追加 

42 

第 5 章 

5.1 

ﾘ ｽ ｸ ｼ ﾅ ﾘ ｵ 2-6 

KPI 

－ 

◆災害医療活動に係る情報収集等

の研修・訓練の実施：4回(H26) → 

4 回以上/年(H35) 

KPI の追加 

42 

第 5 章 

5.1 

ﾘ ｽ ｸ ｼ ﾅ ﾘ ｵ 2-6 

KPI 

－ 

◆広域搬送拠点臨時医療施設の設

置・運営訓練の実施：１回/年(H26

～H35) 

KPI の追加 
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42 

第 5 章 

5.1 

ﾘ ｽ ｸ ｼ ﾅ ﾘ ｵ 2-6 

KPI 

－ 

◆（再掲）災害拠点病院、病院群

輪番制参加病院の耐震化率：

69.0%(H26) → 85%(H35) 

KPI の追加 

※「1-1」と同様 

42 

第 5 章 

5.1 

ﾘ ｽ ｸ ｼ ﾅ ﾘ ｵ 2-6 

KPI 

－ 

◆（再掲）災害拠点病院における

DMAT 保 有 率 ： 100%(H26)  → 

100％を維持(毎年度) 

KPI の追加 

※「2-3」と同様 

42 

第 5 章 

5.1 

ﾘ ｽ ｸ ｼ ﾅ ﾘ ｵ 2-6 

KPI 

◆落石等危険箇所対策：140 箇所

（H35） 

◆緊急輸送道路上の落石等危険箇

所対策：140 箇所（H35） 

KPI の修正 

42 

第 5 章 

5.1 

ﾘｽｸｼﾅﾘｵ 2-7 

○消毒や害虫駆除等及び、被災者

の生活空間から病原菌の温床とな

る廃棄物や下水等を速やかに排

除、処理するための体制等を構築

しておく。また、平時からの予防

接種の促進等を図る。 

○消毒や害虫駆除等及び、被災者

の生活空間から病原微生物の温床

となる廃棄物や下水等を速やかに

排除、処理するための体制等を構

築しておく。また、平時からの予

防接種の促進等を図る。 

 

文・語句等の 

修正等 

43 

第 5 章 

5.1 

ﾘ ｽ ｸ ｼ ﾅ ﾘ ｵ 3-1 

KPI 

◆非常用電源の整備率：26.6%

（H26） → 42.2%（H30） 

◆警察施設の非常用電源の整備

率：26.6%（H26） → 42.2%（H30） 

KPI の修正 

44 

第 5 章 

5.1 

ﾘｽｸｼﾅﾘｵ 3-3 

（基幹的広域防災拠点の整備等）

○首都や隣接県の機能不全等が発

生した場合の代替（バックアッ

プ）・支援機能の強化等も視野に入

れながら、名古屋市三の丸地区や

県営名古屋空港、名古屋港など中

部圏において基幹となる広域防災

拠点の整備検討を進める。 

（基幹的広域防災拠点の整備等）

○首都や隣接県の機能不全等が発

生した場合の代替（バックアッ

プ）・支援機能の強化等も視野に入

れながら、名古屋市三の丸地区や

県営名古屋空港、名古屋港など中

部圏において基幹的広域防災拠点

の整備検討を進める。 

 

文・語句等の 

修正等 

44 

第 5 章 

5.1 

ﾘ ｽ ｸ ｼ ﾅ ﾘ ｵ 3-3 

KPI 

◆県営名古屋空港で事前対策が必

要な施設における要対策箇所での

耐震補強工事の実施箇所：３箇所

（H33） 

－ 

KPI の削除 
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45 

第 5 章 

5.1 

ﾘ ｽ ｸ ｼ ﾅ ﾘ ｵ 3-4 

KPI 

◆落石等危険箇所対策：140 箇所

（H35） 

◆緊急輸送道路上の落石等危険箇

所対策：140 箇所（H35） 

KPI の修正 

46 

第 5 章 

5.1 

事前に備える

べき目標（4） 

（４）大規模地震災害発生直後か

ら必要不可欠な行政機能は確保す

る 

（４）大規模地震災害発生直後か

ら必要不可欠な情報通信機能は確

保する 

文・語句等の 

修正等 

46 

第 5 章 

5.1 

ﾘ ｽ ｸ ｼ ﾅ ﾘ ｵ 4-1 

KPI 

◆落石等危険箇所対策：140 箇所

（H35） 

◆緊急輸送道路上の落石等危険箇

所対策：140 箇所（H35） 

KPI の修正 

47 

第 5 章 

5.1 

ﾘｽｸｼﾅﾘｵ 5-1 

（個別企業ＢＣＰ策定の促進）○

個別企業のＢＣＰについては、企

業規模等によって異なっており、

ＢＣＰの策定を引き続き支援する

とともに、具体的な策定項目を充

実させ、実効性を向上させる。 

 

（個別企業ＢＣＰ策定の促進） 

○個別企業のＢＣＰについては、

策定を引き続き支援するととも

に、具体的な策定項目を充実させ、

実効性を向上させる。 

文・語句等の 

修正等 

47 

第 5 章 

5.1 

ﾘｽｸｼﾅﾘｵ 5-1 

（物流事業者ＢＣＰ策定の促進）

○物流事業者のＢＣＰは、企業毎

のＢＣＰ策定に加え、物資輸送に

係る物流専門家の派遣、育成、救

援物資の第一次集約拠点の検討な

どを含めた企業連携型ＢＣＰの策

定を促進する。 

（（物流事業者ＢＣＰ策定の促進）

○物流事業者のＢＣＰについて、

企業毎のＢＣＰ策定に加え、物資

輸送に係る物流専門家の派遣、育

成、救援物資の第一次集約拠点の

検討などを含めた企業連携型ＢＣ

Ｐの策定を促進する。 

 

文・語句等の 

修正等 

48 

第 5 章 

5.1 

ﾘ ｽ ｸ ｼ ﾅ ﾘ ｵ 5-1 

KPI 

◆中小企業景況調査、ヒアリング

調査、窓口相談：景況調査４回訪

問ヒアリング 210 企業（H26～H35）

－ 

KPI の削除 

48 

第 5 章 

5.1 

ﾘｽｸｼﾅﾘｵ 5-1 

KPI 

－ 

◆被災中小企業向けの災害復旧資

金貸付案内の発行部数 ：30,000

部程度（H35）  

KPI の移動 

「5-5」から「5-1」
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48 

第 5 章 

5.1 

ﾘ ｽ ｸ ｼ ﾅ ﾘ ｵ 5-1 

KPI 

◆落石等危険箇所対策：140 箇所

（H35） 

◆緊急輸送道路上の落石等危険箇

所対策：140 箇所（H35） 

KPI の修正 

48 

第 5 章 

5.1 

ﾘｽｸｼﾅﾘｵ 5-2 

（燃料供給バックアップ体制の充

実強化）  

○燃料供給のバックアップ体制を

強化するため、石油元売各社にお

ける系列ＢＣＰの策定を促進し、

訓練の実施等を通じて実効性を高

めるとともに、体制の充実強化を

図る。 

（燃料供給バックアップ体制の充

実強化）  

○燃料供給のバックアップ体制を

強化し、石油元売各社における系

列ＢＣＰの策定を促進し、訓練の

実施等を通じて燃料供給のバック

アップ体制の実効性を高める。 

文・語句等の 

修正等 

48 

第 5 章 

5.1 

ﾘｽｸｼﾅﾘｵ 5-2 

（燃料供給ルート確保に向けた施

設と体制整備）  

○燃料供給ルートを確実に確保す

るため、緊急輸送道路等の輸送基

盤の地震、津波対策等を着実に進

め、サプライチェーンの保持を促

進する。また、発災後の迅速な輸

送経路啓開に向けて、関係機関の

連携等により装備資機材の充実、

情報共有など必要な体制整備を図

るとともに、円滑な燃料輸送のた

めの諸手続の改善等を検討する。

（燃料供給ルート確保に向けた施

設と体制整備）  

○輸送基盤の地震、防災対策等を

着実に進め、燃料供給ルートを確

実に確保し、サプライチェーンを

維持する。また、発災後の迅速な

輸送経路啓開に向けて、関係機関

の連携等により装備資機材の充

実、情報共有など必要な体制整備

を図るとともに、円滑な燃料輸送

のための諸手続の改善等を検討す

る。 

文・語句等の 

修正等 

49 

第 5 章 

5.1 

ﾘｽｸｼﾅﾘｵ 5-2 

（石油コンビナート等防災訓練の

実施）  

〇地震発生時における事業所等の

応急予防措置や応急対策を円滑に

実施するため、南海トラフ地震等

を想定した訓練を実施する。 

（石油コンビナート等防災訓練の

実施）  

〇地震発生時における事業所等の

災害予防や応急対策を円滑に実施

するため、南海トラフ地震等を想

定した訓練を実施する。 

文・語句等の 

修正等 

49 

第 5 章 

5.1 

ﾘｽｸｼﾅﾘｵ 5-2 

（災害時のエネルギー供給の優先

順位の整理）  

○被災後は燃料供給量に限界が生

じる一方、非常用発電や緊急物資

輸送のための需要の増大が想定さ

れるため、災害時のエネルギー供

（災害時のエネルギー供給の優先

順位の整理）  

○被災後は燃料供給量に限界が生

じる一方、非常用発電や緊急物資

輸送のための需要の増大が想定さ

れるため、災害時のエネルギー供

文・語句等の 

修正等 
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給の優先順位の整理とともに、災

害時物流に係る重要拠点と優先啓

開経路を検討する。 

給の優先順位を整理するととも

に、災害時物流に係る重要拠点と

優先啓開経路を検討する。 

49 

第 5 章 

5.1 

ﾘ ｽ ｸ ｼ ﾅ ﾘ ｵ 5-2 

KPI 

◆落石等危険箇所対策：140 箇所

（H35） 

◆緊急輸送道路上の落石等危険箇

所対策：140 箇所（H35） 

KPI の修正 

49 

第 5 章 

5.1 

ﾘｽｸｼﾅﾘｵ 5-3 

（石油コンビナート等防災計画に

見直し及び防災体制の強化） 

○石油コンビナート等の防災計画

の見直しを図るとともに、特定事

業所の自衛消防組織の活動につい

て、関係機関の一層の連携、防災

体制の充実強化や周知を図る。 

（石油コンビナート等防災計画の

見直し及び防災体制の強化）  

○石油コンビナート等の防災計画

の見直しを図るとともに、特定事

業所の自衛消防組織の活動につい

て、関係機関が連携し防災体制の

充実強化を図る。 

文・語句等の 

修正等 

49 

第 5 章 

5.1 

ﾘｽｸｼﾅﾘｵ 5-3 

（コンビナートに係る設備の耐震

化等）  

○南海トラフ地震等をはじめとす

る地震・津波に備えるため、耐震

基準に対し未改修の石油タンクな

どコンビナートに係る設備につい

ては、その耐震化や護岸の強化等

の地震・津波対策を着実に推進す

る。 

（コンビナートに係る設備の耐震

化等の推進）  

○南海トラフ地震等をはじめとす

る地震・津波に備えるため、耐震

基準を満足しない石油タンクなど

の設備について、耐震化や護岸の

強化等の津波対策についても着実

に推進する。 

文・語句等の 

修正等 

50 

第 5 章 

5.1 

ﾘ ｽ ｸ ｼ ﾅ ﾘ ｵ 5-3 

KPI 

◆石油コンビナートに係る設備の

耐震化等：89.25％（H25） →

100％（H28） 

◆石油コンビナートに係る設備の

耐震化等：89.34％（H25） → 

100％（H28） 

KPI の修正 

50 

第 5 章 

5.1 

ﾘｽｸｼﾅﾘｵ 5-4 

（交通施設の防災対策の推進） 

また、現在進められている鉄道施

設の耐震対策、港湾施設の耐震・

耐波性能の強化、津波対策等を引

き続き着実に推進する。 

（交通施設の防災対策の推進） 

また、現在進められている鉄道施

設の耐震対策、港湾・空港施設の

耐震・耐波性能の強化、津波対策

等を引き続き着実に推進する。 

文・語句等の 

修正等 

50 

第 5 章 

5.1 

ﾘｽｸｼﾅﾘｵ 5-4 

（海上輸送機能の災害対応能力の

強化）  

〇港湾のＢＣＰの策定に取り組む

こと等により、港湾施設の多発同

（海上輸送機能に係る災害対応力

の強化）  

〇港湾のＢＣＰの策定に取り組む

こと等により、港湾施設の同時多

文・語句等の 

修正等 
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時被災による能力不足への対応を

検討する。 

発被災による対応力不足への対応

を検討する。 

51 

第 5 章 

5.1 

ﾘｽｸｼﾅﾘｵ 5-4 

（空港の災害対応機能等の強化）

○災害時に求められる必要な空港

機能、輸送能力を確保する。 

 

（災害時の空港機能確保）  

○災害時に求められる必要な空港

機能、輸送能力を確保する。 

○空港機能確保のため耐震強化対

策の他、災害時における運用面の

充実及び実効性の強化を図る。 

 

文・語句等の 

修正等 

51 

第 5 章 

5.1 

ﾘｽｸｼﾅﾘｵ 5-4 

（幹線交通分断に伴うリスク想定

の促進）  

○地震、津波等による交通施設の

被害想定の向上を図るとともに、

幹線交通の分断が社会・経済に及

ぼす影響に関する想定精度の向上

を図る。 

（幹線が分断するリスク等の検

討）  

○地震、津波に関する被害の想定、

幹線が分断するリスクについて、

引き続き検討する。 

文・語句等の 

修正等 

51 

第 5 章 

5.1 

ﾘ ｽ ｸ ｼ ﾅ ﾘ ｵ 5-4 

KPI 

◆県営名古屋空港で事前対策が必

要な施設における要対策箇所での

耐震補強工事の実施箇所：３箇所

（H33） 

◆県営名古屋空港の耐震補強工事

の実施箇所：３箇所（H33） 

KPI の修正 

51 

第 5 章 

5.1 

ﾘ ｽ ｸ ｼ ﾅ ﾘ ｵ 5-4 

KPI 

－ 

◆県営名古屋空港の公共用新エプ

ロンの整備：4.7ha（H29） 

KPI の追加 

51 

第 5 章 

5.1 

ﾘ ｽ ｸ ｼ ﾅ ﾘ ｵ 5-4 

KPI 

◆落石等危険箇所対策：140 箇所

（H35） 

◆緊急輸送道路上の落石等危険箇

所対策：140 箇所（H35） 

KPI の修正 

51 

第 5 章 

5.1 

ﾘｽｸｼﾅﾘｵ 5-5 

（金融機関における防災対策の推

進） 

○全ての主要な金融機関におい

て、ＢＣＰ策定が早期に確保され

るよう対策を実施する。また、Ｂ

ＣＰの実効性を維持・向上するた

めの対策を継続的に実施する。 

（金融機関における防災対策の推

進） 

○金融機関のＢＣＰの実効性を維

持・向上するための対策を継続的

に実施する。 

文・語句等の 

修正等 
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51 

第 5 章 

5.1 

ﾘｽｸｼﾅﾘｵ 5-5KPI 

◆被災中小企業向けの災害復旧資

金貸付案内の発行部数 ：30,000

部程度（H35） 

－ 

KPI の移動 

「5-5」から「5-1」

51 

52 

第 5 章 

5.1 

ﾘｽｸｼﾅﾘｵ 5-6 

（食品産業事業者等の災害対策の

強化）  

○広域にわたる大規模地震の発生

時を想定した、全国的な食料等の

供給・確保に関する脆弱性の評価、

食品産業事業者や施設管理者のＢ

ＣＰ策定等を促進する。 

（食品関連の事業者等全体の連携

強化） 

○災害時にも食品流通に係る事業

を維持若しくは早期に再開させる

ことを目的として、災害対応時に

係る食品産業事業者、関連産業事

業者（運輸、倉庫等）、自治体間や

民間企業等との連携・協力体制を

強化する。 

（食品産業事業者等の災害対策の

強化）  

○広域にわたる大規模地震の発生

時を想定した、全国的な食料等の

供給・確保に関する脆弱性を評価

し、連携の強化や食品産業事業者、

施設管理者のＢＣＰ策定等を促進

する。 

 

○災害時にも食品流通に係る事業

を維持若しくは早期に再開させる

ことを目的として、災害対応時に

係る食品産業事業者、関連産業事

業者（運輸、倉庫等）、自治体等の

連携・協力体制を強化する。 

推進方針項目の統

合及び 

文・語句等の 

修正等 

52 

第 5 章 

5.1 

ﾘｽｸｼﾅﾘｵ 5-6 

（農林水産業に係る生産基盤等の

災害対応力の強化）  

○農林水産業に係る生産基盤等に

ついては、漁港施設の耐震、耐津

波性の強化、農業水利施設の耐震

化、老朽化対策等、農林水産業に

係る生産基盤等の災害対応力強化

に向けたハード対策の適切な推進

を図るとともに、地域コミュニテ

ィと連携した施設の保全・管理や

施設管理者の体制整備等のソフト

対策を組み合わせた対策を推進す

る。 

（農林水産業に係る生産基盤等の

災害対応力の強化）  

○農林水産業に係る生産基盤等に

ついては、漁港施設の耐震、耐津

波性の向上、農業水利施設の耐震

化、老朽化対策等、災害対応力強

化のためにハード対策の適切な推

進を図るとともに、地域コミュニ

ティと連携した施設の保全・管理

や施設管理者の体制整備等のソフ

ト対策を組み合わせた対策を推進

する。 

文・語句等の 

修正等 

52 

第 5 章 

5.1 

ﾘｽｸｼﾅﾘｵ 5-6 

（産業競争力を兼ね備えた物流イ

ンフラ網の構築）  

○災害時における輸送モードの確

保に加え、平時においても物流コ

－ 

推進方針項目の削

除 
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スト削減やリードタイムの縮減を

実現する産業競争力強化の観点も

兼ね備えた物流インフラ網を構築

する。 

52 

第 5 章 

5.1 

ﾘ ｽ ｸ ｼ ﾅ ﾘ ｵ 5-6 

KPI 

◆落石等危険箇所対策：140 箇所

（H35） 

◆緊急輸送道路上の落石等危険箇

所対策：140 箇所（H35） 

KPI の修正 

53 

第 5 章 

5.1 

ﾘｽｸｼﾅﾘｵ 6-1 

（電力供給ネットワーク等の災害

対応力強化）  

○電力の長期供給停止を発生させ

ないため、電気設備の自然災害に

対する耐性評価の結果に基づき、

発・変電所、送電線網や電力シス

テムの災害対応力強化及び復旧の

迅速化を図る。また、各機関にお

ける事業継続計画（ＢＣＰ）の作

成・見直しを促進するとともに、

災害時において被害状況や復旧に

向けた対応等について必要な連絡

調整を行うことができるよう、平

時も含め関係機関と電気事業者の

間で連携体制を構築する。 

（電力・ガス等の供給ネットワー

ク等の災害対応力強化）  

○電力の長期供給停止を発生させ

ないため、電気設備の自然災害に

対する耐性評価等の結果に基づ

き、発変電所、送電線網や電力シ

ステムの災害対応力強化及び復旧

の迅速化を図る。また、各機関に

おける事業継続計画（ＢＣＰ）の

作成・見直しを促進するとともに、

災害時において被害状況や復旧に

向けた対応等について必要な連絡

調整を行うことができるよう、平

時も含め関係機関と事業者の間で

連携体制を構築する。 

文・語句等の 

修正等 

53 

第 5 章 

5.1 

ﾘｽｸｼﾅﾘｵ 6-1 

（石油関連施設の防災対策の強

化）  

○石油タンクの耐震改修を促進す

る。また、製油所の耐性評価を踏

まえた設備の耐震化等や護岸の強

化等の地震・津波対策を推進する。

〇港湾機能を早期回復させるた

め、コンビナート港湾における関

係者が連携したＢＣＰを策定す

る。 

（石油関連施設の防災対策の強

化）  

○石油タンクの耐震改修を促進す

る。また、製油所の耐性評価を踏

まえた設備の耐震化等や護岸の強

化等の地震・津波対策を推進する。

また、コンビナート港湾における

関係者が連携したＢＣＰを策定す

る。 

文・語句等の 

修正等 

53 

第 5 章 

5.1 

ﾘｽｸｼﾅﾘｵ 6-1 

（自立・分散型エネルギーの導入

の促進）  

〇災害時のエネルギーの供給を確

（自立・分散型エネルギーの導入

の促進）  

〇災害時のエネルギーの供給を確

文・語句等の 

修正等 
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保するための取組を進めるととも

に、エネルギー供給源の多様化に

対応し、太陽光発電などの再生可

能エネルギー等の自立・分散型エ

ネルギーの導入を促進していく。

さらに、エネルギーセキュリティ

ー向上のため、コージェネレーシ

ョン等の分散型エネルギーシステ

ムの普及拡大を推進する。 

保するための取組を進めるととも

に、エネルギー供給源を多様化す

るため、太陽光発電などの再生可

能エネルギー等の自立・分散型エ

ネルギーの導入を促進していく。

さらに、エネルギーセキュリティ

ー向上のため、コージェネレーシ

ョン等の分散型エネルギーシステ

ムの普及拡大を推進する。 

53 

第 5 章 

5.1 

ﾘｽｸｼﾅﾘｵ 6-1 

（民間事業者との連携による燃料

の確保）  

○協定を締結するなどにより、災

害時の石油燃料の確保や円滑な運

搬給油体制を維持する。 

－ 

推進方針項目の削

除 

54 

第 5 章 

5.1 

ﾘｽｸｼﾅﾘｵ 6-2 

（水道施設等の耐震化等の促進）

○水道、工業用水道施設について

耐震化計画等の見直しを行うとと

もに、耐震性の不足している施設

について耐震化を促進等する。 

（水道施設等の耐震化等の促進） 

○水道、工業用水道施設について

耐震化計画等の見直しを行うとと

もに、耐震性の不足している施設

について耐震化等を促進する。 

文・語句等の 

修正等 

54 

第 5 章 

5.1 

ﾘｽｸｼﾅﾘｵ 6-2 

（上水道等復旧の体制等の強化） （上水道等の体制・機能強化） 

 

文・語句等の 

修正等 

55 

第 5 章 

5.1 

ﾘ ｽ ｸ ｼ ﾅ ﾘ ｵ 6-3 

KPI 

◆水処理機能及び汚泥処理機能の

確保のための処理場施設の耐震

化：53 施設（H35）  

◆重要管きょの流下機能確保のた

めの管きょ施設の耐震化：0.9km

（H35）  

◆非常用自家発電設備の整備：10

施設（H35） 

◆（再掲）水処理機能及び汚泥処

理機能の確保のための処理場施設

の耐震化：53 施設（H35）  

◆（再掲）重要管きょの流下機能

確保のための管きょ施設の耐震

化：0.9km（H35）  

◆（再掲）非常用自家発電設備の

整備：10 施設（H35） 

KPI の修正 

56 

第 5 章 

5.1 

ﾘ ｽ ｸ ｼ ﾅ ﾘ ｵ 6-4 

KPI 

◆県営名古屋空港で事前対策が必

要な施設における要対策箇所での

耐震補強工事の実施箇所：３箇所

（H33） 

◆県営名古屋空港の耐震補強工事

の実施箇所：３箇所（H33） 

KPI の修正 
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56 

第 5 章 

5.1 

ﾘ ｽ ｸ ｼ ﾅ ﾘ ｵ 6-4 

KPI 

－ 

◆県営名古屋空港の公共用新エプ

ロンの整備：4.7ha（H29） 

KPI の追加 

56 

第 5 章 

5.1 

ﾘ ｽ ｸ ｼ ﾅ ﾘ ｵ 6-4 

KPI 

◆落石等危険箇所対策：140 箇所

（H35） 

◆緊急輸送道路上の落石等危険箇

所対策：140 箇所（H35） 

KPI の修正 

56 

第 5 章 

5.1 

ﾘ ｽ ｸ ｼ ﾅ ﾘ ｵ 6-4 

KPI 

－ 

◆（再掲）旧三河山間 14 町村道路

改良延長：約 11km（H32） 

KPI の追加 

56 

第 5 章 

5.1 

ﾘｽｸｼﾅﾘｵ 6-5 

（避難所の運営体制等の整備） 

○被災者の避難生活を市町村が適

正に支援できるよう、市町村にお

ける避難所の再点検及び点検結果

に対する対応の促進を図るととも

に、全市町村において、地域実情

に合わせた避難所運営マニュアル

の作成を促進する。また、災害時

要配慮者対策としての福祉避難所

の指定の推進、被災者の受入可能

な施設等の体制を構築する。 

（避難所の運営体制等の整備） 

○被災者の避難生活を市町村が適

正に支援できるよう、市町村にお

ける避難所の再点検及び点検結果

に対する対応の促進を図るととも

に、全市町村において、地域の実

情に合わせた避難所運営マニュア

ルの作成を促進する。また、災害

時要配慮者対策としての福祉避難

所の指定の促進、被災者の受入可

能な施設等の体制を構築する。 

文・語句等の 

修正等 

56 

第 5 章 

5.1 

ﾘｽｸｼﾅﾘｵ 6-5 

（避難所の耐震化等の推進）  

○避難所となる施設の構造体の耐

震改修、学校施設の耐震化(吊り天

井等の非構造部材含む)や避難場

所となる施設等の屋上部分等への

対空表示の表記（防災関係機関へ

の地点番号のデータ配布）を行う。

（避難所の耐震化等の推進）  

○学校施設の耐震化(吊り天井等

の非構造部材含む)や避難所とな

る施設の耐震改修、避難場所とな

る施設等の屋上部分等への対空表

示の表記（防災関係機関への地点

番号のデータ配布）を行う。 

文・語句等の 

修正等 

56 

第 5 章 

5.1 

ﾘｽｸｼﾅﾘｵ 6-5 

（避難所における環境整備）  

○避難所における環境整備や運営

マニュアルの周知のほか、避難所

における通訳や生活衛生の確保に

必要な専門的人材の確保を図る。

また、避難所等の円滑な運営に必

（避難所における環境整備）  

○避難所の運営について、避難所

における環境整備や運営マニュア

ルの周知のほか、避難所における

通訳や生活衛生の確保に必要な専

門的人材の確保を図るとともに、

文・語句等の 

修正等 
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要となる各種の避難生活支援に向

けた体制構築を図る。さらに、市

町村においては、高齢者、障害者、

妊産婦などを対象とした避難行動

要支援者名簿の作成、個別避難計

画の策定、福祉避難所の指定を促

進する。 

避難生活支援体制の構築を図る。

さらに、市町村においては、高齢

者、障害者などを対象とした避難

行動要支援者名簿の作成、個別避

難計画の策定、福祉避難所の指定

を促進する。 

57 

第 5 章 

5.1 

ﾘｽｸｼﾅﾘｵ 7-1 

（交通渋滞の把握・回避）  

○停電時においても安全な交通確

保に寄与する環状交差点等の整備

検討を進めるとともに、停電によ

る信号機の停止が原因で発生する

交通渋滞を回避する。 

－ 

推進方針項目の削

除 

58 

第 5 章 

5.1 

ﾘｽｸｼﾅﾘｵ 7-1 

（農業用燃料タンクの燃料流出防

止対策）  

 

（農業用燃料タンクの燃料流出防

止対策の推進）  

 

文・語句等の 

修正等 

58 

第 5 章 

5.1 

ﾘｽｸｼﾅﾘｵ 7-2 

（河川・海岸堤防の耐震化等の推

進） 

○津波等により浸水することを防

ぐため、堤防等の耐震化及び新設

を推進する。また、津波が堤防を

越えた場合にも流失しにくくする

ため、粘り強い構造への強化等を

推進する。 

（河川・海岸堤防の耐震化等の推

進） 

○津波等により浸水することを防

ぐため、堤防等の耐震化等を推進

する。また、津波が堤防を越えた

場合にも流失しにくくするため、

粘り強い構造への強化等を推進す

る。 

文・語句等の 

修正等 

58 

第 5 章 

5.1 

ﾘｽｸｼﾅﾘｵ 7-2 

（河川・海岸の水閘門及び排水機

場等の耐震化の推進） 

（河川・海岸の水閘門・排水機場

等の耐震化の推進） 

推進方針項目の修

正 

59 

第 5 章 

5.1 

ﾘｽｸｼﾅﾘｵ 7-2 

（物流施設・ルートの耐災害性の

推進） 

○災害時の港湾物流機能の確保策

の検討、また、主要な橋梁の耐震

化の推進等の物流施設・ルートの

耐災害性を高める取り組みを推進

する。 

（物流施設・ルートの耐災害性の

推進） 

○災害時の港湾物流機能の確保策

について検討し、また、主要な橋

梁の耐震化の推進等、物流ルート

や物流施設の耐災害性を高める取

り組みを推進する。 

文・語句等の 

修正等 

59 
第 5 章 

5.1 

◆東海・東南海・南海地震等の大

規模地震が想定されている地域等
－ 

KPI の削除 
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ﾘ ｽ ｸ ｼ ﾅ ﾘ ｵ 7-2 

KPI 

における海岸堤防等の整備率（計

画高までの整備と耐震化）：約 31%

（H24） → 約 66%（H28） 

59 

第 5 章 

5.1 

ﾘ ｽ ｸ ｼ ﾅ ﾘ ｵ 7-2 

KPI 

◆県管理河川の堤防の耐震化：

57.2km（H35） 

◆河川堤防の耐震化：57.2km（H35） KPI の修正 

60 

第 5 章 

5.1 

ﾘｽｸｼﾅﾘｵ 7-3 

（関係機関の連携）  

○沿線・沿道の建物倒壊による被

害、交通麻痺を回避する観点から、

関係機関が連携した取組を強化す

る。また、救助・救急活動等が十

分になされるよう、被害による人

材、資機材、通信基盤を含む行政

機能の低下を回避する取組など耐

災害性の向上を図る。 

（関係機関の連携）  

○沿線・沿道の建物倒壊による被

害、交通麻痺を回避する観点から、

関係機関が連携した取組を強化す

る。また、救助・救急活動等が十

分になされるよう、被害による人

材、資機材、通信基盤を含む行政

機能の低下を回避する取組を進め

る。 

文・語句等の 

修正等 

60 

第 5 章 

5.1 

ﾘｽｸｼﾅﾘｵ 7-3 

（住宅・建築物等の耐震化の啓発）

○住宅・建築物等の耐震化につい

ては、耐震化の必要性に対する認

識不足、耐震診断の義務付けに伴

う耐震診断、耐震改修の経済的負

担が大きい等の状況を踏まえ、そ

の促進に向けた対策を推進する。

（住宅・建築物等の耐震化の促進） 

○住宅・建築物等の耐震化を促進

するため、耐震化の必要性の啓発、

耐震診断・耐震改修費の補助等の

対策を推進する。 

文・語句等の 

修正等 

60 

第 5 章 

5.1 

ﾘｽｸｼﾅﾘｵ 7-3 

（交通渋滞の回避）  

○迅速な道路交通情報の把握と、

停電時においても安全な交通確保

に寄与する環状交差点等の整備検

討を進める等により、交通渋滞を

回避する。 

（交通渋滞の回避）  

○迅速な道路交通情報の把握と、

停電時においても安全な交通確保

に寄与する環状交差点等の整備検

討を進めるとともに、停電による

信号機の停止が原因で発生する交

通渋滞を回避する。 

文・語句等の 

修正等 

60 

第 5 章 

5.1 

ﾘｽｸｼﾅﾘｵ 7-4 

（排水機場等の防災対策）  

 

（排水機場等の防災対策の推進） 

 

文・語句等の 

修正等 

61 

第 5 章 

5.1 

ﾘｽｸｼﾅﾘｵ 7-5 

（有害物質の漏えい等の防止対策

の推進）  

○有害物質の大規模拡散・流出等

（有害物質の漏えい等の防止対策

の推進）  

○有害物質の大規模拡散・流出等

文・語句等の 

修正等 
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による健康被害や環境への悪影響

を防止するため、事業所への立入

検査等の機会を捉え、化学物質の

管理方法や事故発生時の対応計画

等を定めた「特定化学物質等管理

書」の作成等について指導を進め

ていく。 

による健康被害や環境への悪影響

を防止するため、事業所への立入

検査等の機会を捉え、化学物質の

管理方法や事故発生時の対応計画

等を定めた「特定化学物質等管理

書」の作成等について指導を進め

る。 

61 

第 5 章 

5.1 

ﾘｽｸｼﾅﾘｵ 7-5 

（ＰＣＢ廃棄物の適正処理による

流出リスクの軽減）  

○保管中のＰＣＢ廃棄物の漏えい

等による健康被害や環境への悪影

響を防止するため、保管事業者に

対し、ＰＣＢ廃棄物の適正な保管

や早期に処分を完了するよう指導

していく。また、県有施設の中に

は地震発生時に避難場所として使

われるものが多いため、特に早期

に処分を完了させる。 

（ＰＣＢ廃棄物の適正処理による

流出リスクの軽減）  

○保管中のＰＣＢ廃棄物の漏えい

等による健康被害や環境への悪影

響を防止するため、保管事業者に

対し、ＰＣＢ廃棄物の適正な保管

や早期の処分完了を指導してい

く。また、県有施設の中には地震

発生時に避難場所として使われる

ものが多いため、特に早期に処分

を完了させる。 

文・語句等の 

修正等 

61 

第 5 章 

5.1 

ﾘｽｸｼﾅﾘｵ 7-5 

（大規模災害時における環境測定

機能の維持対策の推進）  

○大規模災害時にも、環境面にお

ける県民の安全・安心を確保する

ため、環境測定の設備等の整備を

進める。 

（災害時機能強化対策の推進） 

○大規模災害時にも、環境面にお

ける県民の安全・安心を確保する

ため、環境調査センターにおける

環境測定機能を強化する。 

推進方針項目及び

文・語句等の 

修正等 

62 

第 5 章 

5.1 

ﾘｽｸｼﾅﾘｵ 7-6 

（自然と共生した多様な森林づく

りの推進）  

○森林の整備に当たっては、鳥獣

害対策を講じた上で、県土に根差

した植生の活用等、自然と共生し

た多様な森林づくりが図られるよ

う対応する。 

（自然と共生した多様な森林づく

りの推進）  

○森林の整備に当たっては、鳥獣

害対策を講じた上で、地域に根差

した植生の活用等、自然と共生し

た多様な森林づくりが図られるよ

う対応する。 

文・語句等の 

修正等 

63 

第 5 章 

5.1 

ﾘｽｸｼﾅﾘｵ 7-7 

（風評被害を防止する的確な情報

発信のための体制強化）  

○災害発生時において、風評被害

等に対応するため、状況に応じて

国内外に発信すべき情報、情報発

（風評被害を防止する的確な情報

発信のための体制強化）  

○災害発生時において、風評被害

等に対応するため、的確な情報発

信のための体制強化を推進する必

文・語句等の 

修正等 
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信経路に関するシミュレーション

を行う。 

要がある。 

63 

第 5 章 

5.1 

ﾘｽｸｼﾅﾘｵ 8-1 

（災害廃棄物処理計画の策定等）

○東日本大震災における経験や知

見を踏まえて策定された災害廃棄

物対策指針（平成 26 年 3月、環境

省）に基づき、災害廃棄物処理計

画を策定する。 

○市町村における災害廃棄物処理

計画の策定を促進するとともに、

実効性の向上に向けた教育・訓練

による人材育成を図る。 

（災害廃棄物処理計画の策定等） 

○東日本大震災における経験や知

見を踏まえて策定された災害廃棄

物対策指針（平成 26 年 3月、環境

省）に基づき、災害廃棄物処理計

画を策定する。 

○市町村における災害廃棄物処理

計画の策定を促進するとともに、

実効性の向上に向けた教育・訓練

による人材育成等を行い、災害廃

棄物処理体制の充実を図る。 

文・語句等の 

修正等 

63 

第 5 章 

5.1 

ﾘ ｽ ｸ ｼ ﾅ ﾘ ｵ 8-1 

KPI 

◆県が拠出するべき死体袋の確保

（充足）率：県の需要量に対し

100％(H35) 

－ 

KPI の移動 

「8-1」から「8-2」

64 

第 5 章 

5.1 

ﾘｽｸｼﾅﾘｵ 8-2 

（事前復旧・復興計画等の策定）

○地方行政機関等（警察/消防等含

む）の職員・施設等の被災による

機能の大幅な低下を回避するた

め、事前復旧・復興計画等を策定

し、施設整備や訓練等を行いなが

ら体制の強化を図る。また、大規

模 地 震 が 発 生 し た 場 合 の

TEC-FORCE 等の派遣ニーズにも対

応することができるよう、人員・

資機材・装備の充実を図る。 

（事前復旧・復興計画等の策定）

○事前復旧・復興計画等を策定し、

施設整備や訓練等を行いながら復

旧・復興体制の強化を図る。また、

大規模地震が発生した場合の

TEC-FORCE 等の派遣ニーズにも対

応することができるよう、人員・

資機材・装備の充実を図る。 

文・語句等の 

修正等 

64 

第 5 章 

5.1 

ﾘｽｸｼﾅﾘｵ 8-2 

（災害ボランティアの円滑な受

入）  

○県内ボランティア団体等と連携

を図りながら、訓練や人材育成を

行う。また、地域ごとの災害ボラ

ンティア等を含めた各種地域組織

のネットワークを活かした情報交

（災害ボランティアの円滑な受

入）  

○県内ボランティア団体等と連携

を図りながら、訓練や人材育成を

行う。また、各種地域組織のネッ

トワークを活かした情報交換や連

携体制の構築を図る。 

文・語句等の 

修正等 



24 

 

換や連携体制の構築を図る。 

○ボランティアによる支援が特定

の地域に偏らないよう、関係者が

連携し受け入れ体制の整備を図

る。また、東海圏・中部圏・全国

域でボランティアの受け入れに関

する調整を行う必要があるため、

隣県や国と連携体制の構築の協議

を進める。 

 

 

○ボランティアによる適切な支援

が行われるよう、関係者が連携し

受け入れ体制の整備を図る。また、

東海圏・中部圏・全国域でボラン

ティアの受け入れに関する調整を

行う必要があるため、隣県や国と

連携体制の構築の協議を進める。 

63 

第 5 章 

5.1 

ﾘ ｽ ｸ ｼ ﾅ ﾘ ｵ 8-2 

KPI 

－ 

◆県が拠出するべき死体袋の確保

（充足）率：県の需要量に対し

100％(H35) 

KPI の移動 

「8-1」から「8-2」

64 

第 5 章 

5.1 

ﾘ ｽ ｸ ｼ ﾅ ﾘ ｵ 8-2 

KPI 

◆協議会及び訓練の実施：年 1 回

（H26） → 1 回以上/年（H35）

◆火葬場連絡協議会及び訓練の実

施：年 1回（H26） → 1 回以上/

年（H35）  

KPI の修正 

65 

第 5 章 

5.1 

ﾘｽｸｼﾅﾘｵ 8-3 

（地域コミュニティ力の強化に向

けた行政等の支援）  

○災害が起きた時の対応力を向上

するため、必要な地域コミュニテ

ィ力の構築を推進する。また、ハ

ザードマップ作成・訓練・防災教

育、防災リーダーの計画的な育成

等を通じた地域づくり、事例や研

究成果、防災情報の共有による地

域コミュニティ力を強化するため

の支援等の取組を充実するととも

に、教育機関等と連携を強化する。

○要配慮者等への支援を含めた地

域コミュニティの組織化を行う。

○人口減少・少子高齢化により地

域コミュニティが崩壊することが

ないよう、人口減少地域において

は、人口減少対策を推進する。 

（地域コミュニティ力の強化に向

けた行政等の支援）  

○災害が起きた時の対応力を向上

するため、必要な地域コミュニテ

ィ力の構築を推進する。また、ハ

ザードマップ作成・訓練・防災教

育、防災リーダーの計画的な育成

等を通じた地域づくり、事例や研

究成果等の共有による地域コミュ

ニティ力を強化するための強化支

援等の取組について、関係機関等

が連携し充実を図る。 

 

○要配慮者への支援等として、地

域コミュニティの組織化を図る。 

 

○人口減少地域においては、人口

減少対策の推進により少子高齢社

文・語句等の 

修正等 
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会の進行による地域コミュニティ

崩壊の防止を図る。 

65 

第 5 章 

5.1 

ﾘｽｸｼﾅﾘｵ 8-3 

（地方行政機関等の職員・施設等

の被災による機能低下の回避） 

○地方行政機関等（警察/消防等含

む）の職員・施設等の被災による

機能の大幅な低下を回避するため

の取組を進める。 

（地方行政機関等の職員・施設等

の被災による機能低下の回避） 

○治安の悪化等を防ぐため、地方

行政機関等（警察/消防等含む）の

機能維持のための体制強化に係る

取組を推進する。 

文・語句等の 

修正等 

66 

第 5 章 

5.1 

ﾘｽｸｼﾅﾘｵ 8-4 

（基幹インフラ復旧等の大幅な遅

れへの対応の検討）  

○基幹インフラの広域的な損壊に

より復旧・復興が大幅に遅れる事

態を想定した耐震化等の対策につ

いて、関係機関と連携を図りなが

ら総合的に取組を推進する。 

（基幹インフラ復旧等の大幅な遅

れへの対応の検討）  

○基幹インフラの広域的な損壊に

より復旧・復興が大幅に遅れる事

態を想定した対策について、関係

機関と連携を図りながら総合的に

取組を推進する。 

文・語句等の 

修正等 

66 

第 5 章 

5.1 

ﾘｽｸｼﾅﾘｵ 8-4 

（ハード・ソフト対策等を総合し

た対応策の推進）  

○各種施設の管理者や公共交通等

の事業者など、復旧・復興には様々

な機関が関係することを踏まえ、

関係機関が連携してハード対策を

着実に推進するほか、警戒避難体

制整備等の対策を組み合せるな

ど、ソフト対策組み合わせた取組

を推進する。 

（ハード・ソフト対策等を総合し

た対応策の推進）  

○復旧・復興には様々な機関が関

係することを踏まえ、関係機関が

連携してハード対策を着実に推進

するほか、警戒避難体制整備等の

対策を組み合せるなど、ソフト対

策を組み合わせた取組を推進す

る。 

文・語句等の 

修正等 

66 

第 5 章 

5.1 

ﾘ ｽ ｸ ｼ ﾅ ﾘ ｵ 8-4 

KPI 

◆県営名古屋空港で事前対策が必

要な施設における要対策箇所での

耐震補強工事の実施箇所：３箇所

（H33） 

◆県営名古屋空港の耐震補強工事

の実施箇所：３箇所（H33） 

KPI の修正 

66 8-4 KPI － 
◆県営名古屋空港の公共用新エプ

ロンの整備：4.7ha（H29） 

KPI の追加 

67 

第 5 章 

5.1 

ﾘｽｸｼﾅﾘｵ 8-5 

（地籍整備等の促進）  

○災害後の円滑な復旧・復興を確

保するためには、土地境界等を明

確にしておくことが重要となるた

（地籍整備の促進）  

○災害後の円滑な復旧・復興を確

保するためには、土地境界等を明

確にしておくことが重要であるた

文・語句等の 

修正等 
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め、地籍調査や都市部官民境界基

本調査等により、更なる地籍整備

を促進する。 

め、地籍調査や都市部官民境界基

本調査等により、更なる地籍整備

を促進する。 

67 

第 5 章 

5.1 

ﾘ ｽ ｸ ｼ ﾅ ﾘ ｵ 8-5 

KPI 

◆内水ハザードマップを作成・公

表し、防災訓練等を実施した市町

村の割合：100% （H35） 
－ 

KPI の削除 

67 

第 5 章 

5.1 

ﾘ ｽ ｸ ｼ ﾅ ﾘ ｵ 8-5 

KPI 

◆県管理河川の堤防の耐震化：

57.2km（H35） 

◆河川堤防の耐震化：57.2km（H35） KPI の修正 

67 

第 5 章 

5.1 

ﾘｽｸｼﾅﾘｵ 8-6 

（仮設住宅・復興住宅の迅速な建

設に向けた体制強化）  

○応急仮設住宅の建設候補地にお

ける建設の実現性を考慮した見直

しと定期的な候補地台帳の更新を

図るほか、市町村や民間企業等と

の連携により、人材や資機材の確

保等、災害後の迅速な建設体制を

整備する。 

○仮設住宅、復興住宅等建設用木

材の安定供給を図るため、森林計

画制度の円滑な運営や低コスト木

材生産技術の開発、産地・加工・

供給の一貫した木材流通システム

の構築を推進する。また、緊急時

に、仮設住宅資材としての県有林

材の供給を検討する。 

（仮設住宅・復興住宅の迅速な建

設に向けた体制強化）  

○応急仮設住宅の建設候補地にお

ける建設の実現性を考慮した見直

しと定期的な候補地台帳の更新を

図るほか、市町村や民間企業等と

の連携により、人材や資機材の確

保等、災害後の迅速な建設体制を

整備する。 

○仮設住宅、復興住宅等建設用木

材の安定供給に資する取組とし

て、森林計画制度の円滑な運営や

低コスト木材生産技術の開発、産

地・加工・供給の一貫した木材流

通システムの構築を推進する。ま

た、仮設住宅資材として、県有林

材の緊急時の供給を検討する。 

文・語句等の 

修正等 

68 

第 5 章 

5.1 

ﾘｽｸｼﾅﾘｵ 8-6 

（自宅居住による生活再建の促

進）  

○被災した住宅や宅地の危険度判

定を的確に実施するため、被災建

築物応急危険度判定士や被災宅地

危険度判定士の養成を促進すると

ともに、訓練等の実施により実施

体制の整備を推進する。 

（自宅居住による生活再建の促

進）  

○被災した住宅や宅地の危険度判

定を的確に実施するため、被災建

築物応急危険度判定士や被災宅地

危険度判定士の養成を推進すると

ともに、訓練等の実施により実施

体制の整備を推進する。 

文・語句等の 

修正等 
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○自宅居住による生活再建を促進

するため、被災住宅の応急修理を

適確かつ迅速にできる体制を構築

する。 

○自宅居住による生活再建を促進

するため、被災住宅の応急修理を

適確かつ迅速にできる体制を構築

する。 

69 

第 5 章 

5.1 

①行政機能/警

察・消防等 

【行政機能】 

（災害対応力の強化）  

○応急対応に不可欠な基幹的な広

域防災拠点について、名古屋市三

の丸地区や県営名古屋空港、名古

屋港などの整備を推進する。 

○復旧・復興に不可欠な各種デー

タのバックアップ体制の整備、通

信・連絡手段の確保、安否情報や

被災者情報の取扱について検討す

る。 

○災害対応力を高めるため、必要

な人材の育成について、国や関係

行政機関、民間等の連携体制の構

築を進めながら、平時より継続的

に実施する。とりわけ絶対的な人

員不足が懸念される自治体に対す

る支援を、非常時のみならず平時

から継続的に実施し、県全体の体

制強化を図る。 

（災害対応力の強化）  

○応急対応に不可欠な基幹的広域

防災拠点について、名古屋市三の

丸地区や県営名古屋空港、名古屋

港などの整備を推進する。 

○復旧・復興に不可欠な各種デー

タのバックアップ体制の整備、通

信・連絡手段の確保、安否情報や

被災者情報の取扱について検討す

る。 

○災害対応力を高めるため、国や

関係行政機関、民間等の連携体制

の構築を進めながら、平時より継

続的に必要な人材を育成する。と

りわけ絶対的な人員不足が懸念さ

れる自治体に対する支援を、非常

時のみならず平時から継続的に実

施し、県全体の体制強化を図る。 

文・語句等の 

修正等 

69 

第 5 章 

5.1 

①行政機能/警

察・消防等 

【行政機能】 

（国からの大幅な権限、税財源の

移譲）  

○大都市地域がその役割を果たす

ため、広域行政機能を強化し、独

自の施策を柔軟・迅速に展開する

ことができるよう、国からの大幅

な権限、税財源の移譲により、行

財政面、立法面における大都市地

域の自立性の一層の向上を図る。

（国からの大幅な権限、税財源の

移譲）  

○大都市地域がその役割を果たす

ため、広域行政機能を強化し、独

自の施策を柔軟・迅速に展開する

ことができるよう、国から地方へ

の大幅な権限、税財源の移譲等を

含め、行財政面、立法面において

も大都市地域の自立性の一層の向

上を図る。 

文・語句等の 

修正等 

70 

第 5 章 

5.1 

①行政機能/警

（救助活動拠点等の耐震化）  

○災害時の救助活動拠点や防災拠

点となる警察施設、自衛隊施設、

（救助・救援に係る体制強化） 

○災害時の救助活動拠点や防災拠

点となる警察施設、自衛隊施設、

文・語句等の 

修正等 
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察・消防等 

【警察・消防

等】 

消防防災施設、公共・公用施設等

の整備や耐震化等を進めるととも

に、救援に活用できる施設の調査、

救援経路の啓開体制の事前整備等

を推進する。 

消防防災施設、公共施設等の整備

や耐震化等を進めるとともに、救

援に活用できる施設の調査、救援

経路の啓開体制の事前整備等を推

進する。 

70 

第 5 章 

5.1 

②住宅・都市 

（住宅・建築物等の耐震化）  

○住宅・建築物等の耐震改修、既

存住宅のリフォームの促進等によ

り、住宅・建築物等のより一層の

耐震化を促進する。また、医療施

設や警察施設、学校施設等の防災

拠点となる施設については、耐震

化を推進・促進するとともに、つ

り天井、外装材、ブロック塀等の

住宅・建築物等の非構造部材及び

付属物の耐震対策を推進・促進す

る。さらに、県民向けのわかりや

すい広報、啓発を積極的に展開す

ることにより、住宅・建築物等の

建替えや改修を誘発する効果的な

取組を推進する。 

（住宅・建築物等の耐震化）  

○住宅・建築物等の耐震化を促進

するため、耐震化の必要性の啓発、

耐震診断・耐震改修費の補助等の

対策を推進する。また、医療施設

や警察施設、学校施設等の防災拠

点となる施設については、耐震化

を推進・促進する。天井、外装材、

ブロック塀等の住宅・建築物等の

非構造部材及び付属物の耐震対策

を推進する。 

文・語句等の 

修正等 

71 

第 5 章 

5.1 

②住宅・都市 

（火災に強いまちづくり等の推

進） 

○大規模火災のリスクが高く、地

震時等に著しく危険な密集市街地

については、老朽建築物の除却や

小規模な道路整備等により、改善

を促進する。また、災害時の避難・

延焼遮断空間となる道路や公園等

の整備改善を面的に行う土地区画

整理事業の促進や火災被害の拡大

を防ぐためのオープンスペースを

確保する市街化区域内の公園緑地

整備を推進する。 

（火災に強いまちづくり等の推

進） 

○大規模火災のリスクが高い、地

震時等に著しく危険な密集市街地

については、老朽建築物の除却や

小規模な道路整備等により、改善

を促進する。また、災害時の避難・

延焼遮断空間となる道路や公園等

の整備改善を面的に行う土地区画

整理事業の促進や火災被害の拡大

を防ぐためのオープンスペースを

確保する市街化区域内の公園緑地

整備を推進する。 

文・語句等の 

修正等 
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71 

第 5 章 

5.1 

②住宅・都市 

（大規模盛土造成地における宅地

の耐震化の促進）  

○大規模地震発生時に被害を受け

やすい大規模盛土造成地の施設・

構造物には脆弱性を有している可

能性があることから、大規模盛土

造成地マップを公表し、施設等の

所有者に対し啓発を図る。また、

地下街の防災対策のための計画に

基づく取組を推進し、当該地域や

施設の安全性を向上させる。 

（大規模盛土造成地における宅地

の耐震化の促進）  

○大規模地震発生時に被害を受け

やすい大規模盛土造成地の施設・

構造物は脆弱性を有している可能

性があることから、大規模盛土造

成地マップを公表し、施設等の所

有者に対し啓発を図る。また、地

下街の防災対策のための計画に基

づく取組を推進する。 

文・語句等の 

修正等 

71 

第 5 章 

5.1 

②住宅・都市 

（水道施設の耐震化）  

○水道施設の耐震化を着実に促進

するとともに、県や県内市町村等

の水道事業者などの連携による人

材やノウハウの強化等を進める。

（水道施設の耐災害性の強化） 

○水道施設の耐震化を着実に促進

するとともに、人材やノウハウの

強化等を県や県内市町村等の水道

事業者などが連携して進める。 

 

文・語句等の 

修正等 

71 

第 5 章 

5.1 

②住宅・都市 

（下水道施設の耐震化・下水道Ｂ

ＣＰの策定）  

（下水道施設の耐震化の推進・下

水道ＢＣＰの策定）  

文・語句等の 

修正等 

71 

第 5 章 

5.1 

②住宅・都市 

 

 

－ 

（汚水処理施設の災害対応の強

化）  

○施設の耐震化等の推進とあわせ

て、代替性の確保及び管理主体の

連携、管理体制の強化等を図る。 

推進方針項目の 

追加 

71 

第 5 章 

5.1 

②住宅・都市 

（帰宅困難者等支援対策の推進）

○名古屋駅等の大規模ターミナル

駅周辺においては、大量の帰宅困

難者の発生も予想されることか

ら、受け入れ先としての一時滞在

施設等の確保やその耐震化、物資

の備蓄等のソフト・ハード両面の

対策を推進する。また、混乱の発

生を避けるため、駅等に人を集中

させない取組を実施する。さらに、

円滑な避難・帰宅のための交通施

（帰宅困難者等支援対策の推進） 

○名古屋駅等の大規模ターミナル

駅周辺においては、大量の帰宅困

難者の発生が予想されることか

ら、受け入れ先としての一時滞在

施設等の確保やその耐震化、物資

の備蓄等のソフト・ハード両面の

対策を推進する。また、混乱の発

生を避けるため、駅等に多数の人

を集中させないよう対策を講じ

る。さらに、円滑な避難・帰宅の

文・語句等の 

修正等 
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設等の耐災害性の着実な向上を図

る。 

ための交通施設等の耐災害性の着

実な向上を図る。 

71 

72 

第 5 章 

5.1 

②住宅・都市 

（道路の防災、震災対策）  

 

（道路の防災対策の推進）  文・語句等の 

修正等 

72 

第 5 章 

5.1 

③保健医療・福

祉 

（災害時における医療機能の確

保）  

○広域的かつ大規模な災害の場

合、大量に発生する負傷者が応急

処置・搬送・治療能力等を上回る

おそれがあることから、資機材の

確保、協定の締結、訓練の実施及

び各種計画の策定等などの地域の

医療機関の活用を含めた適切な医

療機能の提供の在り方について、

官民が連携して検討する。 

○医療機能を適切に活用するため

に、救助、救急、医療及び緊急物

資等の輸送に必要となる緊急輸送

道路等の整備を推進するととも

に、早期啓開や医療物資物流の迅

速な再開が可能となるよう、医療

機関と交通・物流関係者との連携

を強化する。さらに、浸水により

医療機能が停止することがないよ

う対策を講じる。 

（災害時における医療機能の確

保）  

○広域的かつ大規模な災害の場

合、大量に発生する負傷者が応急

処置・搬送・治療能力等を上回る

おそれがあることから、資機材の

確保、協定の締結、訓練の実施及

び各種計画の策定等、適切な医療

機能の提供の在り方について検討

し官民が連携して取り組む。 

 

○医療機能を適切に活用するため

に、救助、救急、医療及び緊急物

資等の輸送に必要となる緊急輸送

道路等の整備を推進するととも

に、早期啓開や医療物資物流の迅

速な再開が可能となるよう、医療

機関と交通・物流関係者との連携

を強化する。さらに、浸水により

医療機能が停止することがないよ

う対策を講じる。また、医療・福

祉機能を支える情報通信・非常用

発電・代替水源の確保、水・食料

等の備蓄等により防災・減災機能

を強化し事業継続性を確保する。 

文・語句等の 

修正等 

72 

第 5 章 

5.1 

③保健医療・福

祉 

（医療施設等の耐震化）  

○大規模地震おける医療機能や避

難所としての着実な機能の提供に

向け、耐震化が未了な災害拠点病

院等及び福祉施設について耐震化

（医療施設等の耐震化）  

○大規模地震発生時における医療

機能等の着実な提供に向け、耐震

化が未了な災害拠点病院等及び福

祉施設について耐震化を促進す

文・語句等の 

修正等 
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を促進する。また、災害拠点病院

等が災害時に必要な医療を提供で

きるように、医療・福祉機能を支

える情報通信・非常用発電・代替

水源の確保、水・食料等の備蓄等

により防災・減災機能を強化し事

業継続性を確保する。 

る。 

72 

第 5 章 

5.1 

③保健医療・福

祉 

（医療施設等における燃料の確

保）  

○医療・福祉施設において、災害

時にエネルギー供給が長期途絶す

ることを回避するため、再生可能

エネルギーやガスコージェネレー

ション等の自立・分散型エネルギ

ー整備への支援や自家発電施設の

整備及び地下燃料タンクの耐震化

や増強などによる防災・減災機能

の強化を図る。また、災害時に円

滑な燃料供給が可能となるよう石

油連盟と防災拠点施設等の燃料貯

蔵施設の情報を共有する協定を締

結し、石油燃料の運搬給油体制を

確保する。 

（医療施設等における燃料の確

保）  

○医療・福祉施設において、災害

時にエネルギー供給が長期途絶す

ることを回避するため、自家発電

施設の整備及び地下燃料タンクの

耐震化や増強、再生可能エネルギ

ーやガスコージェネレーション等

の自立・分散型エネルギー整備へ

の支援など、防災・減災機能の強

化を図る。また、災害時に円滑な

燃料供給が可能となるよう、防災

拠点施設等の燃料貯蔵施設の情報

を共有する石油連盟と協定を締結

するなど、石油燃料の運搬給油体

制を確保する。 

文・語句等の 

修正等 

73 

第 5 章 

5.1 

③保健医療・福

祉 

（災害時要配慮者に対する福祉支

援ネットワーク等の構築）  

○災害時において高齢者、障害者

等要配慮者に対し緊急的に対応を

行えるよう、民間事業者、団体等

の広域的な支援ネットワークを構

築する。また、災害時に必要とさ

れる地域コミュニティの強化と防

災力の向上を図る。 

（災害時要配慮者に対する福祉支

援ネットワーク等の構築）  

○災害時において要配慮者に対し

緊急的に対応を行えるよう、民間

事業者、団体等の広域的な支援ネ

ットワークを構築する。 

文・語句等の 

修正等 

73 

第 5 章 

5.1 

③保健医療・福

祉 

（防疫と災害医療の円滑化の確

保）  

（防疫の確保）  

 

文・語句等の 

修正等 
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73 

第 5 章 

5.1 

④エネルギー 

（需給主体における対策及び輸配

送ネットワークの強化）  

 

（エネルギーサプライチェーン等

の強化）  

 

文・語句等の 

修正等 

73 

第 5 章 

5.1 

④エネルギー 

（燃料供給バックアップ体制の充

実強化）  

○製油所の緊急入出荷の能力強化

や連携強化を図るための、石油製

品、石油ガスの備蓄量を確保に努

めるとともに、燃料供給のバック

アップ体制を強化する。また、訓

練の実施等を通じて実効性を高め

るとともに、体制の充実強化や計

画等の見直しを図る。 

（燃料供給バックアップ体制の充

実強化）  

○製油所の石油製品、石油ガスの

備蓄の確保に努めるとともに、燃

料供給のバックアップ体制を強化

する。また、訓練の実施等を通じ

て燃料供給体制の実効性を高める

とともに、体制の充実強化や計画

等の見直しを図る。 

文・語句等の 

修正等 

74 

第 5 章 

5.1 

④エネルギー 

（供給能力を維持する施設やシス

テムの強化）  

○電気設備や製油所の供給能力維

持のための施設やシステムの災害

対応力強化を図る。 

（エネルギー供給能力を維持する

施設やシステムの強化）  

○電気設備や製油所のエネルギー

供給能力維持のための施設やシス

テムの災害対応力強化を図る。 

文・語句等の 

修正等 

74 

第 5 章 

5.1 

④エネルギー 

（末端供給拠点の災害対応力強化

と重要施設におけるエネルギーの

確保）  

○エネルギーの末端供給拠点の災

害対応力を強化するとともに、避

難所や医療施設等において自家発

電設備の導入や燃料の備蓄量の確

保等を促進する。 

（末端供給拠点の災害対応力強

化）  

 

○エネルギーの末端供給拠点の災

害対応力を強化する。 

 

 

推進方針項目の 

分割 

74 

第 5 章 

5.1 

④エネルギー 

（末端供給拠点の災害対応力強化

と重要施設におけるエネルギーの

確保）  

○エネルギーの末端供給拠点の災

害対応力を強化するとともに、避

難所や医療施設等において自家発

電設備の導入や燃料の備蓄量の確

保等を促進する。 

（重要施設におけるエネルギーの

確保） 

 

○避難所や医療施設等において自

家発電設備の導入や燃料の備蓄量

の確保等を促進する。 

推進方針項目の 

分割 
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74 

第 5 章 

5.1 

④エネルギー 

（地域における自立・分散型エネ

ルギーの導入促進）  

○コージェネレーション、燃料電

池、再生可能エネルギー、水素エ

ネルギー等の地域おける自立・分

散型エネルギーの導入を促進する

とともに、スマートコミュニティ

の形成を目指す。また、農山漁村

にあるバイオマス、水、土地等の

資源を活用した再生可能エネルギ

ーの導入を推進する。 

（地域における自立・分散型エネ

ルギーの導入促進）  

○コージェネレーション、燃料電

池、再生可能エネルギー、水素エ

ネルギー等の地域における自立・

分散型エネルギーの導入を促進す

るとともに、スマートコミュニテ

ィの形成を目指す。また、農山漁

村にあるバイオマス、水、土地等

の資源を活用した再生可能エネル

ギーの導入を推進する。 

文・語句等の 

修正等 

74 

第 5 章 

5.1 

⑤情報通信 

（情報通信機能の耐災害性の強

化）  

○災害や障害発生時等における業

務の継続性を確保するため、防災

情報システムのあり方を検討し情

報通信機能の耐災害性を強化、高

度化するなど、行政情報通信ネッ

トワークの冗長化に取り組む。 

（情報通信機能等の強化、高度化）

  

○災害や障害発生時等における業

務の継続性を確保するため、防災

情報システムのあり方を検討し情

報通信機能の耐災害性を強化、高

度化するなど、行政情報通信ネッ

トワークの冗長化、機能強化・改

善に取り組む。 

文・語句等の 

修正等 

75 

第 5 章 

5.1 

⑤情報通信 

（情報手段の多様性の確保）  

 

○J アラート（全国瞬時警報シス

テム）の適切な運用を図ることで、

職員への速やかな緊急情報の伝達

による的確な初動対応を可能とす

るとともに、県民等への情報の確

実かつ迅速な提供手段の多様化を

着実に推進する。また、テレビ・

ラジオ放送や携帯電話等の通信手

段が中断した際にも、情報提供・

通信が出来るように通信衛星等の

代替手段の確保等を行う。 

○外国人を含む旅行者への情報提

供として、災害時に高度な防災機

能を発揮する「道の駅」を整備す

（情報通信手段の多様性の確保）

  

○J アラート（全国瞬時警報シス

テム）の適切な運用を図ることで、

職員への速やかな緊急情報の伝達

による的確な初動対応を可能とす

る。また、テレビ・ラジオ放送や

携帯電話等の通信手段が中断した

際にも、情報提供・通信ができる

ように通信衛星等の代替手段の確

保等を行い、県民等への情報の確

実かつ迅速な提供手段の多様化を

着実に推進する。 

 

○外国人を含む旅行者への情報提

供として、災害時に高度な防災機

文・語句等の 

修正等 
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るなど、多様な手段により情報を

伝達する施策を着実に推進する。

能を発揮する「道の駅」を整備す

るなど、多様な手段により情報を

伝達する施策を着実に推進する。 

75 

第 5 章 

5.1 

⑤情報通信 

（情報の集約化と提供体制の確

立）  

○避難・誘導や情報伝達等に係る

共通ルールの確立を図る。また、

事前の情報の収集・提供の実施や

衛星携帯電話等の通信機器の整備

等を図る。 

（情報の集約化と提供体制の確

立）  

○避難・誘導や情報伝達等に係る

共通ルールの確立を図る。また、

平時における情報の収集・提供の

実施による体制の実効性確保や衛

星携帯電話等の通信機器の整備等

を図る。 

文・語句等の 

修正等 

75 

第 5 章 

5.1 

⑤情報通信 

（地震・津波観測体制の充実・強

化等） 

○地震予知観測網の整備充実や調

査・研究の推進、伊勢湾・三河湾

における海底地震計の新設等によ

り、地震・津波観測体制の充実・

強化を図る。また、GPS 波浪計で検

知した津波の情報を住民等へ迅速

に伝達する仕組みを検討する。 

（地震・津波観測体制の充実・強

化等） 

○地震予知観測網の整備充実や調

査・研究の推進、伊勢湾・三河湾

における海底地震計の新設等によ

り、地震・津波観測体制の充実・

強化の促進を図る。また、GPS 波浪

計で検知した津波の情報を住民等

へ迅速に伝達する仕組みを検討す

る。 

文・語句等の 

修正等 

75 

第 5 章 

5.1 

⑥産業・経済 

（企業ＢＣＰ策定の促進）  

○個別企業のＢＣＰの策定状況は

企業規模等によって異なることか

ら、引き続き策定を促進する。さ

らに、サプライチェーンを確保す

るために、企業ＢＣＰの策定に加

え、企業連携型ＢＣＰの策定への

取組を行うとともに、幅広く関係

機関や関連他業種が連携できる体

制を構築する。 

（企業ＢＣＰ策定の促進）  

○個別企業のＢＣＰについて、引

き続き策定を促進する。さらに、

サプライチェーンを確保するため

に、企業連携型ＢＣＰの策定への

取組を行うとともに、幅広く関係

機関や関連他業種が連携できる体

制を構築する。 

文・語句等の 

修正等 

76 

第 5 章 

5.1 

⑥産業・経済 

（策定マニュアル等の作成の促進

と普及）  

○各企業等におけるにおけるＢＣ

Ｐ／ＢＣＭの策定促進や実効性向

上に向けて、ライフライン関係機

（策定マニュアル等の作成の促進

と普及）  

○各企業等におけるにおけるＢＣ

Ｐ／ＢＣＭの策定促進や実効性向

上に向けて、各企業と関係機関等

文・語句等の 

修正等 
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関および民間事業者と災害時の協

力体制の確立を図るとともに、業

種・業態にあわせた企業ＢＣＰ策

定マニュアル等の作成を促進する

とともに、その普及啓発を行う。

の災害時の協力体制の確立を図る

とともに、業種・業態にあわせた

企業ＢＣＰ策定マニュアル等の作

成を促進するとともに、企業ＢＣ

Ｐ策定マニュアルの普及啓発を行

う。 

76 

第 5 章 

5.1 

⑥産業・経済 

（サプライチェーン全体の災害対

応力の強化）  

○ＢＣＰ策定と合わせ、産業設備

の耐震化や非常用電源設備の確保

等を促進するとともに、サプライ

チェーンを支えるエネルギー供

給、工業用水道、物流基盤、情報

通信基盤等の災害対応力を強化す

る。 

（サプライチェーン全体の災害対

応力の強化）  

○ＢＣＰ策定と合わせ、産業施

設・設備の耐震化や非常用電源設

備の確保等を促進するとともに、

サプライチェーンを支えるエネル

ギー供給、工業用水道、物流基盤、

情報通信基盤等の災害対応力を強

化する。 

文・語句等の 

修正等 

76 

第 5 章 

5.1 

⑥産業・経済 

（企業内の人材育成と人材の確

保）  

○企業ＢＣＰの実効性を確保・定

着させるため、継続的な教育・訓

練による企業内の人材育成に努め

るとともに、PDCA サイクルにより

企業ＢＣＰの改善を図っていく。

また、例えば復旧・復興を担う建

設業等においては、技能労働者等

の高齢化の進展等担い手不足等の

課題を踏まえ、人材の確保・育成

に向けた取組、環境づくりを進め

る。 

（企業内の人材育成と人材の確

保）  

○企業ＢＣＰの実効性を確保・定

着させるため、継続的な教育・訓

練による企業内の人材育成に努め

るとともに、PDCA サイクルにより

企業ＢＣＰの改善を図っていく。

また、復旧・復興を牽引する人材

等の高齢化の進展等担い手不足等

の課題を踏まえ、人材の確保・育

成に向けた取組、環境づくりを進

める。 

文・語句等の 

修正等 

77 

第 5 章 

5.1 

⑦交通・物流 

（災害時における代替輸送ルート

等の検討） 

・・・ 

○我が国の経済社会を支える東西

大動脈の代替輸送ルートの輸送モ

ード相互の連携・代替性の確保に

向けて、その超高速性により国土

構造の変革をもたらす国家的見地

（災害時における代替輸送ルート

等の検討） 

・・・ 

○我が国の経済社会を支える東西

大動脈の代替輸送ルートの輸送モ

ード相互の連携・代替性の確保に

向けて、その超高速性により国土

構造の変革をもたらす国家的見地

文・語句等の 

修正等 
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に立ったプロジェクトである「リ

ニア中央新幹線」に関しては、国、

地方自治体、関連事業者等が連

携・協力しつつ、整備を推進する。

また、「リニア中央新幹線」関連の

工事の特殊性を考慮し、工事の着

工から開業に至るまでの各段階に

おける防災対策を講じる。あわせ

て、新東名高速道路を初めとする

高速道路・高規格幹線道路ネット

ワークの着実な整備 

を図ることとする。 

に立ったプロジェクトである「リ

ニア中央新幹線」に関しては、国、

地方自治体、関連事業者等が連

携・協力しつつ、万全な体制で整

備を着実に進める。あわせて、新

東名高速道路を初めとする高速道

路・高規格幹線道路ネットワーク

の着実な整備を図ることとする。 

77 

78 

第 5 章 

5.1 

⑦交通・物流 

（物流に係る各種ＢＣＰの策定）

○交通・物流事業者等による企業

ごとの BCP や企業連携型 BCP の策

定、訓練など、ソフト対策の備え

への取組を促進する。また、港湾

ＢＣＰの策定により、港湾施設の

多発同時被災による能力不足への

対応を検討する。  

（物流に係る各種ＢＣＰの策定） 

○交通・物流事業者等による企業

ごとの BCP や企業連携型 BCP の策

定、訓練など、ソフト対策の取組

を促進する。また、港湾ＢＣＰの

策定により、港湾施設の多発同時

被災による能力不足への対応を検

討する。  

文・語句等の 

修正等 

78 

第 5 章 

5.1 

⑦交通・物流 

（物流施設・ルートの耐災害性の

強化） 

○海上交通管制の一元化、航路啓

開計画の策定、大規模な広域的防

災拠点の選定等の物流施設・ルー

トの耐災害性を高める取組を推進

する。  

（物流施設・ルートの耐災害性の

強化） 

○海上交通管制の一元化、航路啓

開計画の策定、大規模な広域的防

災拠点の整備等の物流施設・ルー

トの耐災害性を高める取組を推進

する。  

文・語句等の 

修正等 

78 

第 5 章 

5.1 

⑧農林水産 

（災害時における食料確保対策の

強化）  

○とう精場の確保や家庭内備蓄を

促進することで、食料確保対策を

強化する。食品産業事業者や施設

管理者の BCP 策定等についての取

組を関係機関が連携して強化す

る。 

（災害時における食料確保対策の

強化）  

○地産地消の推進や家庭内備蓄の

促進等により、食料確保対策を強

化する。食品産業事業者や関連施

設管理者の BCP 策定等についての

取組を関係機関が連携して強化す

る。 

文・語句等の 

修正等 
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78 

第 5 章 

5.1 

⑧農林水産 

（食品流通の早期再開に向けた連

携・協力体制の拡大）  

○災害時において、被災直後に想

定される応急食料等の必要供給量

を踏まえたうえで、複数の調達先

を確保するとともに、それ以降に

おける食料等の生産・加工・流通

を確保し、食料等の安定供給機能

をシステムとして維持するため、

脆弱性を評価し、農林水産業に係

る生産基盤等のハード対策や、流

通・加工段階の BCP/BCM 構築、食

品産業事業者、関連産業事業者（運

輸、倉庫等）等による連携・協力

体制の拡大及び定着等のソフト対

策を実施することにより、 一連の

サプライチェーンの災害対応力を

強化する。 

（食品流通の早期再開に向けた連

携・協力体制の拡大）  

○災害時において、被災直後に想

定される応急食料等の必要供給量

を踏まえたうえで、食料等の安定

供給機能についての脆弱性を評価

し、複数の調達先の確保、食料等

の生産・加工・流通の確保、農林

水産業に係る生産基盤等のハード

対策や、流通・加工 BCP/BCM 構築、

食品産業事業者、関連産業事業者

（運輸、倉庫等）等による連携・

協力体制の拡大及び定着等のソフ

ト対策を実施することにより、 食

品流通における災害対応力を強化

する。 

文・語句等の 

修正等 

79 

第 5 章 

5.1 

⑧農林水産 

（農山漁村の防災機能の強化） 

○農山漁村における人命・財産の

保護、二次被害の防止・軽減を考

慮に入れた重要な保全対象施設の

整備や漁港・漁村の防災機能の強

化を推進するとともに、ため池の

ハザードマップ作成・周知、漁港・

漁村の防災機能の強化、山地災害

防止等、ハード・ソフト対策を組

み合わせた防災・減災対策を関係

機関が連携して推進する。 

（農山漁村の防災機能の強化） 

○農山漁村における人命・財産の

保護、二次被害の防止・軽減のた

め、重要な保全対象施設の整備や

漁港・漁村の防災機能の強化を推

進する。 

○ため池のハザードマップ作成・

周知、漁港・漁村の防災機能の強

化、山地災害防止等、ハード・ソ

フト対策を組み合わせた防災・減

災対策を推進する。 

文・語句等の 

修正等 

79 

第 5 章 

5.1 

⑧農林水産 

（森林の有効活用）  

○地域コミュニティ等と連携した

森林の整備・保全活動を推進する

とともに、木材の利用が森林の適

正な整備に寄与し、森林の持つ多

面的機能の持続的な発揮に貢献す

ることから、木材の積極的な利用

（森林の有効活用）  

○地域コミュニティ等と連携した

森林の整備・保全活動を推進する

とともに、木材の利用が森林の適

正な整備に寄与し、森林の持つ多

面的機能の持続的な発揮に貢献す

ることから、木材の積極的な利用

文・語句等の 

修正等 
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を促進する。また、災害時におい

て仮設住宅資材としての県有林材

の供給を検討する。 

を促進する。また、災害時におけ

る県有林材の仮設住宅資材の供給

を検討する。 

79 

第 5 章 

5.1 

⑧農林水産 

（ため池の設計基準の見直し） 

○ため池について、東日本大震災

を踏まえ、想定される大規模地震

に耐えうるよう耐震設計基準の見

直しに早期に取り組む。 

－ 

推進方針項目の 

削除 

79 

第 5 章 

5.1 

⑧農林水産 

（農山漁村地域整備交付金等の事

業の促進）  

○再生可能エネルギーの導入によ

る電力の地産地消の促進や地域活

性化を図るため、農業用水を利用

した小水力発電を導入する農山漁

村地域整備交付金等の事業を促進

する。 

（農山漁村地域整備交付金等の事

業の促進）  

○再生可能エネルギーの導入によ

る電力の地産地消の促進や地域活

性化を図るため、農業用水を利用

した小水力発電の導入など、農山

漁村地域整備交付金等の事業を促

進する。 

文・語句等の 

修正等 

80 

第 5 章 

5.1 

⑩環境 

（災害廃棄物処理計画の策定等）

○東日本大震災における経験や知

見を踏まえて策定された災害廃棄

物対策指針（平成 26 年 3月、環境

省）に基づき、災害廃棄物処理計

画を策定する。また、市町村にお

ける災害廃棄物処理計画の策定を

促進するとともに、実効性の向上

に向けた教育訓練による人材育成

を図る。さらに、災害廃棄物の円

滑な処理に向け、他県、市町村、

業界団体等との広域連携を図る。

（災害廃棄物処理計画の策定等） 

○東日本大震災における経験や知

見を踏まえて策定された災害廃棄

物対策指針（平成 26 年 3月、環境

省）に基づき、災害廃棄物処理計

画を策定する。また、市町村にお

ける災害廃棄物処理計画の策定を

促進するとともに、実効性の向上

に向けた教育訓練による人材育成

等を行い、災害廃棄物処理体制の

充実を図る。さらに、災害廃棄物

の円滑な処理に向け、他県、市町

村、業界団体等との広域連携を図

る。 

 

文・語句等の 

修正等 

80 

第 5 章 

5.1 

⑩環境 

（浄化槽の災害対応の強化）  

○浄化槽の被災により、大規模な

災害時に住民生活等に影響が出る

おそれがあることから、その対応

強化を図る。また、単独処理浄化

（浄化槽の災害対応の強化）  

○浄化槽の被災に係る対応強化を

図る。また、単独処理浄化槽につ

いては、より災害に強い合併処理

浄化槽への転換を促進する。 

文・語句等の 

修正等 
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槽については、より災害に強い合

併処理浄化槽への転換を促進す

る。 

80 

第 5 章 

5.1 

⑪土地利用 

（安全な地域づくり）  

○南海トラフ地震等の発生が懸念

されている大規模地震の特性や地

形地質条件等の特性を考慮し、施

設そのものに対する被害の防止と

土地利用に対する規制・誘導を柔

軟に組み合わせ、復旧・復興段階

をも事前に見据えた検討と安全な

地域づくりを行う。 

 

（多極ネットワーク型のコンパク

トシティの推進） 

○地域コミュニティの再構築や、

食料やエネルギー等の自律分散ネ

ットワークの整備に向けて、多極

ネットワーク型のコンパクトシテ

ィの推進を検討する。 

 

（安全な地域づくり）  

○南海トラフ地震等の発生が懸念

されている大規模地震の特性や地

形地質条件等の特性を考慮し、施

設そのものの被害の防止と土地利

用に係る規制・誘導を柔軟に組み

合わせ、復旧・復興段階をも事前

に見据えて検討し安全な地域づく

りを進める。 

○災害に強い都市への再構築とと

もに、地域間が交通軸により結ば

れた多核連携型のネットワークの

形成を推進する。 

文・語句等の 

修正等 

81 

第 5 章 

5.1 

⑪土地利用 

（地籍調査等の推進）  

○被災前における緊急輸送路の整

備などの防災関連事業の計画的実

施や災害後の円滑な復旧復興を確

保するため、地籍調査等を推進す

る。 

（地籍整備の促進）  

○被災前における緊急輸送路の整

備などの防災関連事業の計画的実

施や災害後の円滑な復旧復興を確

保するため、地籍整備を促進する。 

 

文・語句等の 

修正等 

81 

第 5 章 

5.1 

⑪土地利用 

（首都機能をバックアップできる

国土構造の構築） 

○東京への一極集中を是正し、国

土強靭化に資するよう、三大都市

地域が一体となって我が国の中枢

機能を適切に分担、バックアップ

できる国土構造の構築に取り組

む。 

（首都機能をバックアップできる

国土構造の構築） 

○東京への一極集中を是正し、国

土強靭化に資するよう、中枢機能

を適切に分担、バックアップでき

る国土構造の構築に取り組む。 

文・語句等の 

修正等 
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82 

第 5 章 

5.1 

①リスクコミ

ュニケーショ

ン 

（愛知県の強靱化に関する教育・

啓発等）  

○全ての県民が自助、共助、公助

の考え方を十分に理解し、自発的

に行動することができるよう、県

や市町村、県民や民間事業者など

が愛知県の強靱化に関する教育、

訓練、啓発等、双方向のコミュニ

ケーションの機会を継続的に創出

し、リスクに強靱な経済社会を築

き、被害を減少させる。 

（愛知県の強靱化に関する教育・

啓発等）  

○全ての県民が自助、共助、公助

の考え方を十分に理解し、自発的

に行動するよう、県や市町村、県

民や民間事業者などが愛知県の強

靱化に関する教育、訓練、啓発等、

双方向のコミュニケーションの機

会を継続的に創出し、リスクに対

して強靱な社会を築き被害を減少

させる。 

文・語句等の 

修正等 

82 

第 5 章 

5.1 

①リスクコミ

ュニケーショ

ン 

（リスクコミュニケーションの分

野横断的な取組）  

○学識者、地方公共団体、民間事

業者等関係者が参加して、リスク

コミュニケーションの取組の中核

となる連絡協議会を設置・開催す

ることや、愛知県の強靱化に対す

る意識を高めるためのコンテンツ

の開発やリスク情報のデータベー

ス化等の情報の統合化を促進す

る。これらにより、住民・民間事

業者を対象として、災害から得ら

れた教訓・知識を正しく理解し実

践的な行動力を習得した指導者・

リーダー等の人材の育成等を支援

する。 

（リスクコミュニケーションの分

野横断的な取組）  

○学識者、地方公共団体、民間事

業者等関係者が参加して、リスク

コミュニケーションの取組の中核

となる連絡協議会を設置・開催し、

住民・民間事業者を対象として、

災害から得られた教訓・知識を正

しく理解し実践的な行動力を習得

した指導者・リーダー等の人材の

育成等を支援する。また、愛知県

の強靱化の周知に係るコンテンツ

の開発やリスク情報の統合データ

ベース化等を促進する。 

文・語句等の 

修正等 

82 

第 5 章 

5.1 

①リスクコミ

ュニケーショ

ン 

（効果的な教育・啓発の実施） 

○広範囲にわたる住宅の倒壊や家

具転倒等による被害等の軽減・防

止を図るため、耐震診断・耐震改

修、家具等の転倒防止等に繋がる

効果的な教育・啓発等の取組の促

進を図る。 

（助け合いの精神を育む防災教

育） 

（効果的な教育・啓発の実施） 

○広範囲にわたる住宅の倒壊や家

具転倒等による被害等の軽減・防

止を図るため、耐震診断・耐震改

修、家具等の転倒防止等に繋がる

効果的な教育・啓発の取組を推進

する。  

○家族、社会、仕事、学校等、生

活のあらゆる側面について、「自分

項目の統合及び

文・語句等の 

修正等 
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○家族、社会、仕事、学校等、生

活のあらゆる側面について、「自分

の命は自分で守る」ことを基本に、

「助け合いの精神」を考えるきっ

かけとなる防災教育を実践するた

めの方策を検討する。特に、生涯

にわたって災害から命を守ること

ができるよう、児童・生徒に対す

る防災・減災教育を推進するとと

もに、大学生には救助する側とと

らえた訓練を実施する。 

の命は自分で守る」ことを基本に、

「助け合いの精神」を考えるきっ

かけとなる防災教育を実践するた

めの方策を検討する。特に、生涯

にわたって災害から命を守ること

ができるよう、児童・生徒に対す

る防災・減災教育を推進するとと

もに、大学生には救助する側とと

らえた訓練を実施する。 

83 

第 5 章 

5.1 

①リスクコミ

ュニケーショ

ン 

（避難行動要支援者への対応） 

○避難行動要支援者を始めとする

要配慮者への災害情報伝達、避難

路・避難所、仮設住宅等のバリア

フリー化、災害時医療機能の確保

等について対応する。 

（避難行動要支援者への対応） 

○避難行動要支援者を始めとする

要配慮者への災害情報伝達、避難

路・避難所・仮設住宅等のバリア

フリー化、災害時医療機能の確保

等について対応する。 

文・語句等の 

修正等 

83 

第 5 章 

5.1 

②老朽化対策 

（インフラ老朽化対策等の推進）

○限られた財源の中で膨大な県有

施設の老朽化に対応するため、愛

知県公共施設等総合管理計画（平

成 27 年 3 月策定（予定））とそれ

に基づく個別施設計画の策定によ

り、計画的で効率的な維持管理・

更新等を推進する。 

（インフラ老朽化対策等の推進） 

○限られた財源の中で膨大な県有

施設の老朽化に対応するため、愛

知県公共施設等総合管理計画（平

成 27 年 3 月策定（予定））とそれ

に基づく施設類型ごとの長寿命化

計画（個別施設計画）の策定によ

り、計画的で効率的な維持管理・

更新等を推進する。 

文・語句等の 

修正等 

84 

第 5 章 

5.1 

③研究開発 

（地域のシンクタンク機能の充

実、継続的な議論の場の充実） 

○地域におけるシンクタンク機能

や防災教育の拠点を充実させると

ともに、愛知県の強靱化に係る課

題等について、継続的に議論され

る場を整備する。 

（地域のシンクタンク機能の充

実） 

○地域におけるシンクタンク機能

を充実させる。 

 

（継続的な議論の場の充実） 

○愛知県の強靱化に係る課題等に

ついて、継続的に議論される場を

整備する。 

項目の分割及び

文・語句等の 

修正等 
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84 

第 5 章 

5.1 

④産学官民・広

域連携 

（広域防災拠点の整備等） 

○大規模災害時に国内外からの緊

急支援物資・支援人員の受入れ、

配分等の機能を担う中部圏の基幹

的広域防災拠点として、名古屋市

三の丸地区、県営名古屋空港、名

古屋港等の整備を促進するほか、

首都や隣接県の機能不全等が発生

した場合の代替（バックアップ）・

支援機能の強化等も視野に入れ、

検討を進める。 

（広域防災拠点の整備等）  

○大規模地震発生時の災害応急対

策を迅速かつ的確に実施するた

め、地域性を考慮した広域的な防

災拠点の確保に取り組む。 

○大規模災害時に国内外からの緊

急支援物資・支援人員の受入れ、

配分等の機能を担う中部圏の基幹

的広域防災拠点として、名古屋市

三の丸地区、県営名古屋空港、名

古屋港等の整備を促進するほか、

首都や隣接県の機能不全等が発生

した場合の代替（バックアップ）・

支援機能の強化等も視野に入れ、

検討を進める。 

推進方針の 

追加 

84 

第 5 章 

5.1 

④産学官民・広

域連携 

－ 

（南海トラフ地震の関係都府県市

との連携）  

○県域を越えた広域連携体制を確

認するために、近隣県との連携に

よる広域的な訓練など必要な取組

を実施する。また、防災・危機管

理に関する連絡会及び協議会等に

参加することにより、関係都府県

市との連携を密なものにするとと

もに、様々な課題について情報収

集、情報交換を行い、相互の認識

の共有化を図る。 

推進方針の 

追加 

85 

第 5 章 

5.1 

④産学官民・広

域連携 

－ 

（愛知県の強靱化に資する適切な

民間資金の活用）  

○様々な主体との役割分担の中

で、県が実施すべきとされた施策

についても、民間の活力を活用す

る各種の手法を検討し、さらなる

民間活力の導入を推進していく。 

推進方針の 

追加 
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86 
第 5 章 

5.2 

個別具体的施策の実施に当たって

は、「起きてはならない最悪の事

態」を回避する効果をできるだけ

早期に高めていくため、前節（３．

３）に述べた「愛知県の強靱化を

進める上での留意事項」に留意す

るとともに、具体的な実施箇所の

詳細な検討を行い、効率的に取組

むこととする。 

個別具体的施策の実施に当たって

は、「起きてはならない最悪の事

態」を回避する効果をできるだけ

早期に高めていくため、前節（３．

２）に述べた「愛知県の強靱化を

進める上での留意事項」に留意す

るとともに、具体的な実施箇所の

詳細な検討を行い、効率的に取組

むこととする。 

文・語句等の 

修正等 

86 

～ 

第 5章 

5.3 
－ 

名古屋市と連携して取り組む具体

的な施策について、「５．２ 愛知

県の強靱化のために優先的に取り

組む施策」の後に「５．３ 愛知

県と名古屋市が連携して取り組む

施策」として追記。＜別紙参照＞ 

第 5章 5.3 を追記

90 

第 5 章 

5.2 

①行政機能/警

察・消防等 

○避難行動要支援者の支援体制の

整備の促進 

・市町村における避難行動要支援

者名簿の作成、個別避難計画の策

定、福祉避難所の設置の促進 

○避難行動要支援者の支援体制の

整備の促進 

・市町村における避難行動要支援

者名簿の作成、個別計画の策定、

福祉避難所の設置の促進 

文・語句等の 

修正等 

90 

第 5 章 

5.2 

①行政機能/警

察・消防等 

○職員の安否・参集状況及び家族

の安否を把握する仕組みの見直し

【3-4】【6-1】 

○職員の安否・参集状況及び家族

の安否を把握する仕組みの見直し

【3-4】 

対応するリスクシ

ナリオの追加・修

正等 

90 

第 5 章 

5.2 

①行政機能/警

察・消防等 

○事前復興まちづくりの取組の促

進【8-2】 

・地域住民と市町村との共同によ

る模擬訓練の実施 

○事前復興まちづくりの取組の促

進【8-2】 

・地域住民と市町村との協働によ

る模擬訓練の実施 

※施策分野を②住宅・都市へ移動 

文・語句等の 

修正等及び施策分

野の修正 

92 

第 5 章 

5.2 

①行政機能/警

察・消防等 

○防災拠点の整備【2-3】[特別強

化地域] 

 

○広域防災拠点及び防災拠点の整

備【2-3】[特別強化地域] 

・「道の駅（仮称）とよはし」にお

ける防災拠点機能整備 

文・語句等の 

修正等 

94 

第 5 章 

5.2 

②住宅・都市 

個別施策の修正（②住宅・都市）

３公園（大高緑地、小幡緑地、牧

野ヶ池緑地）  

個別施策の修正（②住宅・都市） 

大高緑地、小幡緑地、牧野ヶ池緑

地 など 

文・語句等の 

修正等 
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95 

第 5 章 

5.2 

②住宅・都市 

個別施策の修正（②住宅・都市）

７公園（大高緑地、小幡緑地、牧

野ヶ池緑地、尾張広域緑道、東三

河ふるさと公園、愛･地球博記念公

園、油ヶ淵水辺公園） 

個別施策の修正（②住宅・都市） 

大高緑地、小幡緑地、牧野ヶ池緑

地、尾張広域緑道、東三河ふるさ

と公園、愛･地球博記念公園、油ヶ

淵水辺公園 など 

文・語句等の 

修正等 

98 

第 5 章 

5.2 

③保険医療・福

祉 

－ 

個別施策の追加（③保健医療・福

祉） 

津波浸水・液状化地域における第

二次医療機関の移転等の措置

【2-6】［特別強化地域］ 

個別具体的施策の

追加 

104 

第 5 章 

5.2 

⑦交通・物流 

◇高規格幹線道路等の整備の推進

【2-1】【2-3】【2-4】【2-6】【5-1】

【5-2】【5-4】[国］[NEXCO] 

新東名高速道路（豊田東 JCT～浜松

いなさ JCT）、名古屋環状２号線（西

南部・南部）、三遠南信自動車道、

名豊道路、（国）４１号名濃バイパ

ス（６車線化）、（国）道１５５号

豊田南バイパス、・・・略 

◇高規格幹線道路等の整備の推進

【2-1】【2-3】【2-4】【2-6】【5-1】

【5-2】【5-4】[国］[NEXCO] 

新東名高速道路（豊田東 JCT～浜松

いなさ JCT）、名古屋環状２号線（西

南部・南部）、三遠南信自動車道、

（国）２３号名豊道路、（国）４１

号名濃バイパス（６車線化）、（国）

１５５号豊田南バイパス、・・・略 

文・語句等の 

修正等 

104 

第 5 章 

5.2 

⑦交通・物流 

新東名高速道路（豊田東 JCT～浜松

いなさ JCT）、名古屋環状２号線（西

南部・南部）、三遠南信自動車道、

名豊道路、（国）４１号名濃バイパ

ス（６車線化）、（国）道１５５号

豊田南バイパス、（国）１５３号豊

田北バイパス、（国）１５３号豊田

西バイパス、（国）１５３号伊勢神

改良  

新東名高速道路（豊田東 JCT～浜松

いなさ JCT）、名古屋環状２号線（西

南部・南部）、三遠南信自動車道、

名豊道路、（国）４１号名濃バイパ

ス（６車線化）、（国）道１５５号

豊田南バイパス、（国）１５３号豊

田北バイパス、（国）１５３号豊田

西バイパス、（国）１５３号伊勢神

改良 など 

文・語句等の 

修正等 

105 

第 5 章 

5.2 

⑦交通・物流 

 ○県営名古屋空港の災害時におけ

る運用面の充実【2-1】【5-4】【8-4】 

・大規模地震対策実施要領等の充

実 

個別具体的施策の

追加 

106 

第 5 章 

5.2 

⑦交通・物流 

○ターミナル駅となる名古屋駅の

整備［名古屋市、関係事業者等］

○ターミナル駅となる名古屋駅の

整備［関係機関等］ 

文・語句等の 

修正等 
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106 

第 5 章 

5.2 

⑦交通・物流 

○リニア中央新幹線の早期整備

［ＪＲ東海、関係事業者等］ 

○リニア中央新幹線の整備の推進

［ＪＲ東海、関係事業者等］ 

文・語句等の 

修正等 

106 

第 5 章 

5.2 

⑦交通・物流 

○名古屋港防災機能強化【1-3】

【1-4】【7-2】【8-5】[中部地整] 

・外港地区防波堤（改良）整備 

・海岸保全施設整備事業 

 

○名古屋港における国際物流ター

ミナルの整備［中部地方整備局、

名古屋港管理組合］【2-1】【2-6】

【3-4】【5-1】【5-4】【5-6】【6-4】

【7-2】 

金城ふ頭地区、北浜ふ頭地区 

 

○名古屋港におけるふ頭再編整備

［中部地方整備局、名古屋港管理

組合］【2-1】【2-6】【3-4】【5-1】【5-4】

【5-6】【6-4】【7-2】 

飛島ふ頭東側地区 

 

○名古屋港における国際海上コン

テナターミナル整備［中部地方整

備局、名古屋港管理組合］【2-1】

【2-6】【3-4】【5-1】【5-4】【5-6】

【6-4】【7-2】 

鍋田ふ頭地区、飛島ふ頭西側地区

 

○名古屋港の港湾施設の耐震化の

推進【2-1】【2-6】【3-4】【5-1】【5-4】

【5-6】【6-4】【7-2】【8-4】  

 

 

○名古屋港における国際物流ター

ミナルの整備［中部地方整備局、

名古屋港管理組合］【2-1】【2-6】

【3-4】【5-1】【5-4】【5-6】【6-4】

【7-2】【8-4】 

金城ふ頭地区、北浜ふ頭地区 

 

○名古屋港におけるふ頭再編整備

［中部地方整備局、名古屋港管理

組合］【2-1】【2-6】【3-4】【5-1】【5-4】

【5-6】【6-4】【7-2】【8-4】 

飛島ふ頭地区 

 

○名古屋港における国際海上コン

テナ物流機能の強化［中部地方整

備局、名古屋港管理組合］【2-1】

【2-6】【3-4】【5-1】【5-4】【5-6】

【6-4】【7-2】【8-4】 

鍋田ふ頭地区、飛島ふ頭地区 

 

○名古屋港の予防保全［中部地方

整備局、名古屋港管理組合］【2-1】

【2-6】【3-4】【5-1】【5-4】【5-6】

【6-4】【7-2】【8-4】 

対応するリスクシ

ナリオの追加・修

正等 

111 

第 5 章 

5.2 

⑨県土保全 

◇河川堤防の耐震化 

木曽川［国］、長良川［国］、新

川、・・・（略） 

◇河川堤防の耐震化 

木曽川他［国］、新川、・・・（略） 

文・語句等の 

修正等 
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111 

第 5 章 

5.2 

⑨県土保全 

◇河川の水閘門・排水機場等の耐

震化 

日光川、・・・（略） 

◇河川の水閘門・排水機場等の耐

震化 

木曽川他［国］、日光川、・・・（略） 

文・語句等の 

修正等 

116 

第 5 章 

5.2 

①リスクコミ

ュニケーショ

ン 

○学校教育における実践的防災教

育の充実★【1-2】【1-3】【1-4】 

○学校教育における実践的防災教

育の充実★【1-2】【1-3】【1-4】【1-6】 

対応するリスクシ

ナリオの追加・修

正等 

116 

第 5 章 

5.2 

①リスクコミ

ュニケーショ

ン 

○私立学校における防災教育の取

組の支援★【1-2】【1-3】【1-4】 

○私立学校における防災教育の取

組の支援★【1-2】【1-3】【1-4】【1-6】 

対応するリスクシ

ナリオの追加・修

正等 

117 

第 5 章 

5.2 

①リスクコミ

ュニケーショ

ン 

個別施策の修正（①リスクコミュ

ニケーション） 

○自主防災組織の活動の活性化★

【2-3】【8-3】 

個別施策の修正（①リスクコミュ

ニケーション） 

○自主防災組織の活動の活性化★

【2-3】【7-1】【8-3】 

対応するリスクシ

ナリオの追加・修

正等 

119 

第 5 章 

5.2 

②老朽化対策 

○愛知県公共施設等総合管理計画

（平成27年 3月策定）の推進【1-1】

【1-2】【1-3】【1-4】【1-5】【3-2】

【3-3】【3-4】【6-2】【6-3】【6-4】

【6-5】【7-4】［関係部局］ 

・点検・診断等（基準類の整備、

点検結果の収集・蓄積・活用 等）

 

（中略） 

 

・体制の構築（部局横断的組織の

構築、管財・技術・財政の各部門

の連携強化 等） 

 

○愛知県公共施設等総合管理計画

（平成27年 3月策定）の推進【1-1】

【1-2】【1-3】【1-4】【1-5】【3-2】

【3-3】【3-4】【6-2】【6-3】【6-4】

【6-5】【7-4】［関係部局］ 

・点検・診断等（基準類の整備、

点検結果の収集・蓄積・活用 等） 

 

（中略） 

 

・体制の構築（部局横断的組織の

構築、管財・技術・財政の各部門

の連携強化 等） 

○施設類型ごとの長寿命化計画

（個別施設計画）の策定 

・施設類型：庁舎等、学校、県営

住宅、空港、都市公園、下水道、

道路、河川、海岸、砂防、港湾、

個別具体的施策の

追加 
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漁港、道路交通法上の工作物、水

道、工業用水道、病院 

119 

第 5 章 

5.2 

②老朽化対策 

－ 

○愛知県道路メンテナンス会議の

開催【1-1】【1-2】【1-3】【1-4】【1-5】

【3-2】【3-3】【3-4】【6-2】【6-3】

【6-4】【6-5】【7-4】 

・関係機関の連携により課題の状

況を継続的に把握・共有 

個別具体的施策の

追加 

119 

第 5 章 

5.2 

②老朽化対策 

○（再掲）ＰＦＩ手法による環境

調査センターの建替え【3-4】 － 

削除 

119 

第 5 章 

5.2 

②老朽化対策 

○長寿命化計画（個別施設計画）

の策定【1-1】【1-2】【1-3】【1-4】

【1-5】【3-2】【3-3】【3-4】【6-2】

【6-3】【6-4】【6-5】【7-4】[中部

地方整備局・名古屋港管理組合] 

 

○名古屋港の長寿命化計画（個別

施設計画）の策定【1-1】【1-2】【1-3】

【1-4】【1-5】【3-2】【3-3】【3-4】

【6-2】【6-3】【6-4】【6-5】【7-4】

[中部地方整備局・名古屋港管理組

合] 

○名古屋港における予防保全の実

施 [中部地方整備局・名古屋港管

理組合] 

個別具体的施策の

修正等 
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－ 
○公共施設等総合管理計画の策定

及び推進【1-2】[特別強化地域] 

個別具体的施策の

追加 

121 

第 5 章 

5.2 

④産学官民・広

域連携 

（④産学官民・広域連携） 

○防災協働社会形成の推進★

【1-6】 

○災害時ボランティア活動支援体

制の整備【8-2】 

（①リスクコミュニケーション） 

○防災協働社会形成の推進★

【1-6】 

○災害時ボランティア活動支援体

制の整備【8-2】 

施策分野の修正 

※④産学官民・広

域連携から①リス

クコミュニケーシ

ョンに移動 

 

※「（別紙１）リスクシナリオごとの脆弱性評価結果」及び「（別紙２）施策分野ごとの脆弱性評価結果」の

修正箇所については、修正箇所一覧表の内容の重複を避けるため掲載していない。 

  



 

 

※ 名古屋市と連携して取り組む具体的な施策について、「５．２ 愛知県の強靱化

のために優先的に取り組む施策」（素案 P86）の後に「５．３ 愛知県と名古屋市

が連携して取り組む施策」として次のとおり追記。 

 

 

５．３ 愛知県と名古屋市が連携して取り組む施策 

本計画の策定に当たっては、県・市で有効活用でき、より効果的な計画に結びつくよう名古屋

市と連携し検討を行った。この地域の強靱化にあたっては、愛知県と政令指定都市である名古屋

市が方針を共有し、効果的に連携や役割分担を行うことが必要である。以下に、愛知県と名古屋

市が連携して取り組む施策例を示す。 

 

＜愛知県と名古屋市が連携して取り組む施策（例）＞ 

○住宅の耐震化の促進★【1-1】【7-3】 

○防災・減災カレッジの開催★【8-2】【8-3】 

○帰宅困難者等支援対策の推進【1-1】【2-5】 

○都市再生安全確保計画等の作成・運用【1-1】【1-6】【2-4】 

○河川・海岸堤防の耐震化等の推進★【1-3】【1-4】【7-2】【8-5】 

○道路ネットワークの整備【2-1】【2-3】【2-4】【2-6】【5-1】【5-2】【5-4】【6-4】 

○中部国際空港の機能強化【2-1】【5-1】【5-4】【6-4】【8-4】 

など 

 

今後、さらなる県市の連携・強化を図り、各地域の市町村間の協調・連携に係る取組もあわせ

て推進する必要がある。国土の強靱化に貢献するため、東京一極集中の是正や首都機能のバック

アップなども考慮しつつ、圏域の防災力や自立性を高めるための拠点機能の充実、基幹インフラ

の着実な整備、人材・組織の育成及びネットワーク化などについて、名古屋市始め市町村間の相

互に連携を強化しながら進めていく。 
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